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[平 成 23年度予算案の概要 ]





平成23年度 雇用均等・児童家庭局

安心して子育てできる環境の整備など総合的な次世代育成支援

対策の推進、仕事と生活の日和と公正かつ多様な働き方の実現

次代の社会を担 う子 ども一人ひ とりの育ちを社会全体で応援するため、子育て

に係 る経済的負担の軽減や安心 して子育てができる環境整備のための施策など、

総合的な子 ども・子育て支援を推進する。

また、働 き方の見直 しによる仕事 と家庭の両立の実現に向け、育児・介護休業制

度の定着促進を図るとともに、企業への適正な制度運用に関する指導等を行 う体

制の整備、両立支援に取 り組む事業主への支援など、育児・介護期における仕事 と

家庭の両立支援対策を推進する。

さらに、男女雇用機会均等の更なる推進やパー トタイム労働者の均衡待遇確保

などにより、公正かつ多様な働き方の実現を図る。

《主要事項》

安心して子育てできる環境の整備など総合的な次世代育成支援対策の推進

1 子 ども手当の充実

2 待機児童の解消に向けた保育サービスと放課後児童対策等の充実

3 母子保健医療対策の充実

4 ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進

5 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実

6 育児休業、短時間勤務等を利用 しやすい職場環境の整備 (「仕事と家庭の両立

実現化プログラム」の実施 )

安定した雇用・生活の実現と安心・納得して働くことのできる環境整備

1 女性の職業キャリア継続が可能 となる環境づ くりの推進

2 育児休業、短時間勤務等を利用 しやすい職場環境の整備 (「仕事 と家庭の両

立実現化プログラム」の実施)(再掲 )

3 パー トタイム労働者等の均衡待遇の確保 と正社員転換の推進

4 多様な働き方に対する支援の充実

案



○予算額の状況

22年度予算額 23年度予算 (案)額 伸び率

局 合 計

一般会計

特別会計

年金特別会計

児童手当及び

子ども手当勘定

うち児童育成事業費

労働保険特別会計

労災勘定

雇用勘定

22, 861億 円

21,960億 円

902億 円

764億 円

137億 円

6億円

131億 円

27,738億 円

26, 880億 円

858億 円

724億 円

134億 円

5億円

128億 円

21 3%

22 4%

▲ 4 8%

▲ 5. 2%

▲ 2. 9%

▲ 16.6%

▲ 2. 2%

※ 数値は端数処理の関係上一致 しないものがある。



安心して子育てできる環境の整備など総合的な次世代育成支援対策の推進

子ども手当の充実

《1兆 4,722億 28百万円→ 2兆 77億 44百万円》

ち、給付費分 :1兆 9, 478億 73百万円 (1兆 4, 555億 94百万円)

事務費分 :     98億 71百万円 (    166億 34百万円)

現物サービス分 : 500億 00百万円 (新規 )

○ 子 ども手当に関しては、以下の方針に沿つて、所要額を平成 23年度予算に計上

するとともに、平成 23年度分の支給のための所要の法律案を平成 23年通常国会

に提出する (給付費分 1兆 9,479億 円、事務費分 99億円、現物サービス分 500億

円)。

1給付費総額 2兆 9,356億 円*l*2

1 *1 上記のうち、国負担分 2兆 2,077億円(厚生労働省予算 1兆 9,479億 円、国家公務

員分 560億円、地方特例交付金 2,038億 円)

*2 上記の うち、平成 23年度上積み分給付費 2,085億 円 (全額国費、10か月分)を含

む (12ケ月分の場合約 2,500億 円)。

○ 現金給付に関しては、

① 3歳未満の子ども一人につき月額 20,000円 を、3歳以上中学校修了までの子

ども一人につき月額 13,000円 を支給する。

② 子ども手当の一部として、児童手当法に基づく児童手当を支給する仕組みと

し、児童手当分については、児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が

費用を負担する。

③ ②以外の費用については、全額を国庫が負担する。

○ 地方が地方独 自の子育て支援サービス (現物サービス)や待機児童対策 (最低

基準を満たす認可外保育施設への支援等)を新たに実施するために使えるよう、

次世代育成支援対策交付金を改組 し、新たな交付金を設ける。 (500億 円)

(注 1)保育料を子 ども手当か ら直接徴収できるようにする。また、学校給食費については本人

の同意により子 ども手当から納付することができる仕組みとし、実効性が上がるような取

組みを行 う。

(注 2)支給対象 となる子 どもは、留学中の場合等を除き、国内に居住 していることを要件 とす

る。

(注 3)児童養護施設に入所 している子 ども等についても、法律に基づき支給する。

(注 4)所得制限は設けない。

(注 5)公務員については、所属庁から支給する。
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(注 6)現行の児童育成事業については、引き続き、事業主拠出金を原資に実施する。

(注 7)平成 24年度以降における子ども手当の支給については、平成 24年度予算編成過程にお

いて改めて検討し、その結果に基づいて所要の法律案を平成 24年通常国会に提出する。

【参考】別紙「5大臣合意」(平成22年 12月 20日 )

2 待機児童の解消に向けた保育サービスと放課後児童対策の充実

《415,522百 万円→440, 799百 万円》

(1)待機児童解消策の推進など保育サービスの充実
410,048百 万 円

①  待機児童の解消を図るため、保育所等の受入児童数の拡大を図るとともに、保

護者や地域の実情に応 じた多様な保育サービスを提供するため、家庭的保育 (保

育ママ)や延長保育、休 日・夜間保育、病児 。病後児保育などの充実を図る。

② また、平成 22年 11月 29日 に取 りまとめられた 「待機児童ゼロ特命チーム」

の 「国と自治体が一体的に取 り組む待機児童解消 「先取 り」プロジェク ト」を

推進するため、現物サービスを拡大するための新たな交付金 (再掲、新規 500

億円)の うち 100億円程度を充てるとともに、22年度補正予算で 1000億円を追

加 した「安心こども基金」(23年度末までカバー、都道府県に設置)か ら 100億

円程度を施設整備等に充てることにより、23年度は計 200億 円程度を措置。

(2)放課後児童対策の充実 30,750百 万 円

総合的な放課後児童対策 (放課後子どもプラン)の着実な推進を図るとともに、

保育サービスの利用者が就学後に引き続きサービスを受けられるよう、放課後児

童クラブの箇所数の増 (24,872箇所→25,591箇 所)や開設時間の延長の促進など、

放課後児童対策の拡充を図る (「′Jヽ 1の壁Jの解消)。

《23,058百 万円→26, 204百万円》

(1)不妊治療等への支援 【一部特別枠】 9,871百 万円

医療保険が適用されず、高額の治療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費

用の一部を助成 し、経済的負担の軽減を図る (従来 1回 あたり 15万 円を年 2回、

通算 5年 までのところを、 1年 目は年 3回 まで対象回数を拡大 (通算 5年、通算

10回 を超えない))な どの支援を行 う。



|(参考)【平成 22年度補正予算】

|○妊婦健診に対する公費助成の継続

1  平成 22年度補正予算において積み増 しを行い、平成 23

1 婦健康診査支援基金により、引き続き、妊婦が必要な回数

1 診が受けられるよう支援する。

lH億 円

年度も継続する妊

(14回程度)の健

185, 5¬ 8百万円》

3,614百 万 円

3. 538百 万 円

(2)小児の慢性疾患等への支援 16,110百 万円

小児期における小児がんなどの特定の疾患の治療の確立と普及を図るとともに、

患者家庭の医療費の負担を軽減する。また、未熟児の養育医療費の給付等を実施

する。

4 ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進

《176,432百 万円→

(1)ひとり親家庭の就業・生活支援等の推進

①自立のための就業支援等の推進

母子家庭等の自立を推進するため、地域の実情に応 じた就業支援・生活支援の

事業を推進する。また、ハローワーク等と連携 し、個々の家庭の状況・ユーズに

応 じた自立支援プログラムを策定する事業については、父子家庭についても当該

事業の対象にするなどの充実を図る。

②養育費確保の推進 60百 万円

養育費相談支援センターにおいて、養育費の取 り決め等に関する困難事例への

対応や、養育費相談にあたる人材育成のための研修等を行 うことにより、母子家

庭等の自立の支援を図る。

(2)自立を促進するための経済的支援 181,904百 万 円

ひとり親家庭の自立を支援するために児童扶養手当を支給する。また、母子家

庭や寡婦の自立を促進するため、技能取得等に必要な資金の貸付けを行 う母子寡

婦福祉貸付金による経済的支援を行 う。

5 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実

《89,673百 万円→91, 498百万円》

(1)虐待を受けた子ども等への支援 85, 862百 万 円



①地域における体制整備

市町村における児童虐待防止対策の推進を図るため、乳児家庭全戸訪問事業

(こ んにちは赤ちゃん事業)等について引き続き支援を行うとともに、相談対

応職員の専門性の向上等を図る。

②児童相談所の機能強化

児童相談所の専門性を高めるため、弁護士、警察官OBな どの雇い上げや家

族再統合のための支援など促進する。

③児童家庭支援センターの拡充

子どもや保護者に対する相談 。支援体制を強化するため、児童家庭支援セン

ターの箇所数を増加させる (104箇 所→108箇所)と ともに、当該センターにお

ける心理療法担当職員による支援体制の強化を図る。

④要保護児童等に対する社会的養護の充実 85, 595百 万 円

虐待を受けた児童など要保護児童等が入所する児童養護施設や里親等につい

て受け入れ児童数の拡大を図るとともに、施設におけるケア単位の小規模化や

退所児童等の自立に向けた支援等を推進する。

(2)配偶者からの暴力 (DV)防止 5, 636百 万 円

婦人相談所の指導的立場にある職員に対する研修体制を充実させるとともに、

当該相談所における一時保護委託の充実を図る。

6 育児休業、短時間勤務等を利用しやすい職場環境の整備 (「仕事と家庭
の両立実現化プログラム」の実施)

《9, 780百万円→9,689百 万円》

(1)両立支援に関する雇用管理の改善 9,358百 万 円

両立支援制度を利用 しやすい職場環境を整備するため、短時間勤務者や育児休

業取得者等に関する処遇等のベス トプラクティスの普及等を行 うとともに、賃金

等の処遇や代替職員の配置等の雇用管理改善に向けたア ドバイスを行 う両立支援

ア ドバイザー (仮称)(新規)を都道府県労働局に配置 (107人)する。

また、両立支援に取 り組む事業主に対 し、中小企業に重点を置いて助成金を支

給するとともに、「イクメンプロジェク ト」の実施により男性の育児休業取得を促

進する社会的な気運を醸成する。

(2)改正育児・介護休業法の円滑な施行        303百 万円

改正育児・介護休業法に基づく制度の定着促進を図るとともに、企業への適正



な制度運用に関する指導等を行 う体制を整備することにより、育児休業等を理由

とする解雇、退職勧奨等の不利益取扱いへの対応を行 う。

(3)企業における次世代育成支援対策の推進 29百 万円

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定。届出等が行われるよう指導

を行 うとともに、多くの事業主が次世代法に基づく認定を目指 して取組を行 うよう

周知・啓発に取 り組む。

(参考)【 平成 22年度補正予算】

○保育サービス等の基盤の整備 と児童虐待の防止等

平成 22年度補正予算により「安心こども基金」

限を平成 23年度末まで延長する。
・保育サービス等の充実

968億 円

を積み増す とともに、事業実施期

5684意円

待機児童の解消を目指す 「子 ども 。子育てビジョン」の目標達成に必要な保育所

の整備事業等を実施する (年間約 5万人の受入れ定員増等)。

すべての家庭を対象とした地域子育て支援の充実 300億 円

地域の創意工夫による地域の子育て力を育む取組や体制整備等を充実する。
・児童虐待防止対策の強化 1004意円

子 どもの安全確認の強化のための児童相談所や市町村の補助職員の雇い上げや
|

広報啓発、児童相談所や市町村の職員の資質の向上などを実施する。       |



安定した雇用・生活の実現と安心`納得して働くことのできる環境整備

1 女性の職業キャリア継続が可能となる環境づくりの推進

《695百万円→556百万円》

(1)職場における男女雇用機会均等の推進 340百 万円

男女雇用機会均等法に基づく配置。昇進等の性差別禁止に関する事業主指導を強

化する。

(2)ポジティブ・アクションの取組の推進 215百 万円

男女労働者の間に事実上生 じている格差に対する認識を促すため、使用者団体・

業種別団体、労働組合 と連携のもと格差の「見える化」を推進するとともに、格差

解消のためのポジティブ・アクションを促進する。

2 育児休業、短時間勤務等を利用しやすい職場環境の整備 (「仕事と家庭

の両立実現化プログラム」の実施)(再掲)

3 パー トタイム労働者等の均衡待遇の確保と正社員転換の推進

《1,478百 万円→ 1,910百 万円》
パー トタイム労働者の正社員 との均衡待遇の確保、正社員転換の実現を図るため、

パー トタイム労働法に基づく的確な指導等を実施するとともに、短時間均衡待遇推進

等助成金及び中小企業雇用安定化奨励金を整理 。統合 して、「均衡待遇・正社員化推

進奨励金」を創設 し、パー トタイム労働者及び有期契約労働者の均衡待遇、正社員ヘ

の転換を一体的に推進する。また、短時間正社員を奨励対象 として、その普及を図る。

4 多様な働き方に対する支援の充実 《210百万円→ 188百万円》

(1)短時間正社員制度の導入 口定着の促進 (一部再掲) 146百 万円

短時間正社員制度の導入 。定着を促進するため、助成措置による支援とともに、

導入企業の具体的事例に基づくノウハウの提供等を行 う。

(2)良好な在宅就業環境の確保 42百 万円

良好な在宅就業環境の整備を図るため、「在宅ワークの適正な実施のためのガイ

ドライン」の周知を図るとともに、在宅就業者等に対するスキルアップ支援等や在

宅就業の仲介機関、在宅就業者それぞれの連携等を促進する。
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(別 紙 )

5大臣合意

1子ども手当に関しては、以下の方針に沿つて、所要額を平成23年度

予算に計上するとともに、平成23年度分の支給のための所要の法律案

を次期通常国会に提出する。

(1)3歳未満の子ども一人につき月額20′000円を、3歳以上中学校修了

までの子ども一人につき月額13′000円 を支給する。

(2)所得制限は設けない。

(3)子ども手当の一部として、児童手当法に基づく児童手当を支給する

仕組みとし、児童手当分については、児童手当法の規定に基づき、

国、地方、事業主が費用を負担する。

(4)(3)以外の費用については、全額を国庫が負担する。

(5)公務員については、所属庁から支給する。

(6)保育料を子ども手当から直接徴収できるようにする。また、学校給

食費については本人の同意により子ども手当から納付することがで

きる仕組みとし、実効性が上がるような取組みを行う。

(7)支給対象となる子どもは、留学中の場合等を除き、国内に居住して

いることを要件とする。

(8)児童養護施設に入所している子ども等についても、法律に基づき支
給する。

(9)現行の児童育成事業については、引き続き、事業主拠出金を原資

に実施する。

(10)次世代育成支援対策交付金を改組し、地方が地域の実情に応じ
た子育て支援サービス(現物サービス)を拡充することができるよう
新たな交付金を設ける。

2平成24年度以降における子ども手当の支給については、平成24年度

予算編成過程において改めて検討し、その結果に基づいて所要の法律

案を平成24年通常国会に提出する。

3平成22年度税制改正による所得税口住民税の年少扶養控除の廃止

及び特定扶養控除の縮減による地方財政の増収分については、平成21

年12月 23日 付け4大臣合意における「最終的には子ども手当の財源とし

て活用することが、国民に負担増をお願いする趣旨に合致する。また、児

童手当の地方負担分についても、国、地方の負担調整を図る必要があ

る。」との趣旨を踏まえ、国、地方の適切な負担調整を行う。このうち平成

23年度の増収分については、地方特夕1交付金の減額 (平成18年及び19

年の児童手当法の改正による負担の増大に対応する部分に限る。)その

他これに準ずる適切な措置を講じることにより国、地方の負担調整を行う。

4平成23年度税制改正による所得税・住民税の成年扶養控除の縮減

及び所得税の給与所得控除の縮減に係る税制改正の趣旨を踏まえつ

つ、これによる地方財政の増収分については、地方財源であるという性

格にも鑑み、子ども手当に充てないが、各施策の見直しを行う中で、国、

地方の適切な役割分担日経費負担を実現するための検討を行い、その

結果と整合的な、一般財源化等の適切な措置を講ずる。このうち平成23

年度の地方財政の増収分については、3に掲げる適切な措置を講じる。

あわせて、平成23年度厚生労働省予算の見直しにより所要額 (200億

円)を確保する。

53及 び4に掲げる地方財政の増収分のうち平成24年度以降の毎

年度の増収分については、2に掲げる検討結果及び各施策の見直し

内容等に基づいて、平成24年度以降の各年度の予算編成過程におい

て取扱いを検討し、その結論を得て、順次措置する。

6 平成24年度以降の子ども手当の制度設計に当たつては、厚生労働省

をはじめとする関係府省と地方公共団体の代表者による会議の場にお

いて、子ども 手当及びそれに関連する現物サービスに係る国と地方の

役割分担及び経費負担のあり方を含め、子ども・子育て新システムの検

討との整合性を図りつつ、幅広く検討する。その際、国と地方の信頼関

係を損なうことのないよう、地方の意見を真摯に受け止め、国と地方が

十分な協議を行い、結論を得る。

7.「平成23年度予算の概算要求組替え基準について」(平成22年 7月 27

日閣議決定)のルールを踏まえ、厚生労働省の年金・医療等に係る経費

の高齢化等に伴う自然増については、3に掲げる平成23年度分の地

方財政の増収分に係る措置を前提に、追加要求をできることとする。

平成22年 12月 20日

国家戦略担当大臣

総務大臣

財務大臣

厚生労働大臣

内閣府特命担当大臣
(少子化対策 )



総合的な子ども・子育て支援の推進 (平成23年度予算案等での対応)

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するため、子ども 口子育てビジョン (平成22年 1月 29日 閣議決定)

を踏まえ、平成23年度予算案等において、妊娠期 日出産等の保健医療、子ども手当の支給、待機児童解消策の推進や仕事と子育
ての両立支援など子育てに係る支援策を充実させることを通じて、総合的な子ども 日子育て支援を推進する。

[611:重詫畠墓菫FII鵜
二
|

ξな暴貢IIRギ
月○子ども手当の上積み 国 【2兆77億円(平成23年度予算案)】

・ 3歳未満の子どもに、子ども手当を 2万円に上積み して支給
(引 き続き、中学校修了前の子どもに、 1万 3千円の子ども手当てを支給 )

・自治体が現物サー ビス充実のために使える新たな交付金制度を倉1設 (500億円 )

N

○出産に関わる経済的負担の軽減
【92億円(平成23年度予算案)】

出産育児一時金を42万円支給 し、
妊 産 婦 の 経 済 的 負 担 を軽 減  継続

※このほか、妊婦健診について、14回分の
事業の公費負担に係る積算額は、 1人 あ
たり12万 円程度 (地方財政措置分を含む)

○不妊治療への支援  拡充

【95億円 (平成23年度予算案)】

配偶者間の不妊治療に要する費用

の一部を助成 (1回 15万、1年 目は

年3回 まで対象回数を拡大 (通算5

年まで、通算10回 を超えない))

○待機児童解消策の推進 |□亜□ |

【4′ 100億 円 (平成23年度予算案)】

・保育所等の受入児童数 (毎年約 5万人)の拡大
・待機児童ゼロ特命チームの「国と自治体が一体

的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェ

ク ト」 の具 体 的 施 策 の 実 施 (総額 200億 円程 度 )

※新たな交付金 (500億 円)と 安心こども基金 (968億 円)

により各々100億 円程度を実施

○放課後児童対策の充実 □

【308億円(平成23年度予算案)】

口放課後子どもプランの着実な推進

・放課後児童クラブの箇所数の増

(24,872→25,591か所)や開設時間の延長

○児童虐待への対応など要保護児童対策 日         【915億円 (平成23年度予算案 )】

・こんにちは赤ちゃん事業や施設におけるケア単位の小規模化等を推進

○安心こども基金の積み増し・延長 ‖画面珂       【968億円(平成22年度補正予算)】

・地域の創意工夫による地域の子育て力を育む取組や体制整備
・子どもの安全確認の強化のための補助職員の雇い上げなどの児童虐待防止対策の強化を推進

○周産期医療体制の充実  継続

【71億円 (平成23年度予算案 )】

総合周産期母子医療センターや地

域周産期母子医療センターのMFICU

(母体・胎児集中治療室)、 NICU(新
生児集中治療室)等への財政支援

○ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進 【1′ 887億円(平成23年度予算案)】

○子富頸がん等のワクチン接種の促進  新規     【1,085億 円 (平成22年度補正予算 )】

口地方 自治体における子宮頸がん予防ワクチン・ ヒブ (ヘモフィルスインフルエンザ菌b型)ワ クチ
ン・小児用肺炎球菌ワクチンの接種事業に対する財政支援 (都道府県に基金を設置 )

〇小児の慢性疾患等への支援

○育児休業.短時間勤務等を利用しやすい職場環境の整備 【97億 円 (平成23年度予算案 )】



[総務課関係 ]
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子ども・子育て支援の推進について

(1)子 ども・子育て新システムに関する検討状況について

幼保一体化を含む新たな子 ども・子育て支援のための包括的 。一元的な制度

の構築については、「明 日の安心と成長のための緊急経済対策」 (平成21年 12月

8日 閣議決定)に基づき、平成 22年前半を目途に基本的な方向を固め、平成

23年通常国会までに所要の法案を提出するとされた。
一方、総合的な子育て支援を進めるために、保育サービスの目標設定などを

含む 「子 ども 。子育てビジョン」 (平成22年 1月 29日 閣議決定)を決定 し、平成

26年度に向けて保育サービスの定員の毎年約 5万人増を目指すなど、基盤整

備の拡充を進めている。

平成 22年 1月 29日 に、関係閣僚を構成員 とする 「子 ども 。子育て新シス

テム検討会議Jが設置 され、同年 6月 29日 には同会議で取 りまとめられた「子

ども 。子育て新システムの基本制度案要綱Jが少子化社会対策会議で決定され

た。

制度の詳細については、「子 ども 。子育て新システム検討会議作業グループ

(副大臣 。政務官級)Jの下に設置 された 3つのワーキングチーム (有識者、

保育・幼稚園関係者、地方団体、労使、子育て当事者などが参加)の下で、具

体的な検討を進めているところである。

法案の早期提出に向け、内閣府を中心に政府 として検討を進めている。

(関連資料 1参照 )

(今後の検討課題 )

0子 ども 。子育て支援対策について、制度、財源、給付を一元化する仕組

みの具体化
・幼保一体化の具体化
・多様な給付メニューの創設など保育サービス拡大の仕組みの具体化
・市町村に対する負担金・補助金の包括的な交付の仕組みの具体化
。社会全体 (国・地方・事業主・個人)に よる費用負担の合意形成 と仕組

みの構築
・恒久財源の確保

(※ )「 社会保障改革の推進についてJ(平成22年 12月 14日 閣議決定)において、

子 ども 。子育て新システム法案 (仮称)の早期提出に向け、検討を急 ぐこと

が盛 り込まれている。
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(2)市町村行動計画及び都道府県行動計画に関する策定状況等の調査結果について

各 自治体の地域行動計画 (都道府県行動計画及び市町村行動計画)について

は、 5年を 1期 として策定することとされてお り、前期計画 (平成17年度～平

成21年度)にかかる必要な見直 しを行つた うえで、本年度より後期計画 (平成

22年度～平成26年度)が策定されているところであるが、一部 自治体において、

行動計画が未策定となっている状況にある。

次世代育成支援対策の着実な推進のため、未策定の自治体におかれては、早

期に策定するとともに、既に後期計画を策定された自治体にあっても、計画の

公表がなされていない場合があるため、ホームページや広報誌等を活用 して地

域住民等への周知を図られたい。

また、都道府県におかれては計画未策定または未公表 となっている管内市区

町村に対 して早期の策定 。公表について、周知方お願いする。(関連資料2参照 )

(3)児童育成事業推進等対策費について

児童育成事業推進等対策事業については、児童環境づ くり基盤整備事業費国

庫補助金において、都道府県及び市町村を実施主体 として事業を実施 してきた

ところである。

平成 23年度においては、同国庫補助金の対象事業であった地域組織活動育

成事業、地域子育て環境づ:く り支援事業及び民間児童館厚生施設等活動推進事

業が一般会計で実施 される事に伴い、事業名を児童育成事業推進等対策事業か

ら児童環境づ くり基盤整備事業へ変更 し、また、市町村を対象 とした事業を廃

止 し、都道府県、指定都市及び中核市のみを対象 とする事 とした。
ついては、市町村を対象 とした事業の廃上について、管内市町村へ周知いた

だくとともに、事務に遺漏なきようご注意いただきたい。 (関連資料3参照 )
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2.児童虐待防止対策について

(1)子 どもの安全確認・安全確保の徹底について

児童相談所における児童虐待相談対応件数は、統計を取 り始めた平成 2年度

から増加 し続けてお り、平成 21年度は44, 211件 と過去最高となってい

る。また、児童虐待による死亡件数は、把握 されているだけで、心中事件を除

き毎年 50～ 60件程度発生 してお り、その中には、児童相談所や市町村等の

関係機関の関与があ りながら、子 どもの命が失われる事例も生 じている。

児童虐待への対応に関し、今一度基本に立ち返 り、 日視による安全確認の徹

底、臨検 0捜索も視野に入れた立入調査や一時保護の実施、虐待者本人 との面

接を含めた家族全体の調査 。診断・判定の実施、関係機関等 との情報共有など、

日常の基本的な業務が適切に行われているかについて、定期的に業務の点検を

行つていただき、救えたはずの子 どもの命を救えなかつたとい う事態が決 して

生 じないよう、子 どもの安全を最優先 とした対応を行 うことを重ねてお願いす

る。

平成 22年 7月 に大阪市で発生 した虐待死事例等を踏まえて、同年 8月 に虐

待通告のあった子 どもの安全確認の徹底を通知や全国児童相談所長会議におい

て指示 し、同年 9月 には虐待通告のあった事例についての安全確認の実施状況

についての調査結果を公表するとともに、児童虐待の通告のあった児童に対す

る安全確認の徹底を図るため、通告・相談への対応や調査及び保護者 。子ども
へのアプローチヘの対応における着眼点や工夫例等を盛 り込み、児童相談所の

執務の参考 とするべ く 「虐待通告のあつた児童の安全確認の手引き」を作成 し

通知 したところであり、児童に対する安全確認の徹底をお願い したい。

厚生労働省 としても、児童虐待による死亡事例の発生に強い危機意識を持っ

てお り、関係省庁等 とも連携 しながら、児童相談所や市町村の体制整備などに

務めているところであ り、虐待により子 どもの命が失われることのないよう、

児童相談所を中心に、地域全体でセーフティーネ ッ トの構築に向けた取組をお

願いする。

また、死亡事例等が発生 した都道府県等におかれては、児童虐待防止法に基

づき当該事例の検証を実施 していただくこととなるが、検証に当たつては、亡

くなつた子 どもの視点に立って、今後同様の悲惨な事例の発生を防止するため、

必要な改善に繋げるといつた姿勢で臨むことを改めてお願いする。

(関連資料4参照 )
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(2)児童虐待防止のための親権制度の見直 しについて

平成 19年の児童虐待防止法改正法附則において、「施行 (平成20年4月 )後
3年以内に、親権に係る制度の見直 しについて検討を行い、その結果に基づい

て必要な措置を講ずるJも のとされていることを受け、法務省が主 となつて「児

童虐待防止のための親権制度研究会J(学者、弁護士、実務家、法務省、厚生

労働省、最高裁判所事務総局等で構成)において、児童虐待の防止等を図 り、

児童の権利利益を擁護する観′点から親権に係 る制度の見直 しについて議論が行

われ、平成 22年 1月 に報告書が取 りまとめられた。

この報告書を受け、民法に関する部分は、法務省の法制審議会 「児童虐待防

止関連親権制度部会Jにおいて、平成 22年 3月 から検討が行われ、平成 22
年 12月 に要綱案がまとめられ、 2月 中にも法制審議会より答申が得 られる予

定である。

また、児童福祉法等に関する部分は、厚生労働省の社会保障審議会児童部会
「児童虐待防止のための親権の在 り方に関する専門委員会」において、平成

22年 3月 から検討が行われ、平成 23年 1月 に報告書がまとめられた。

報告書の内容を踏まえた児童福祉法の改正案については、民法の改正に併せ

て、今国会に提出する予定であ り、今後も適宜情報提供を行 うこととしている。

(関連資料5参照 )

(3)児童相談所の体制強化について

ア 児童福祉司の配置について

子 どもの安全確認・安全確保の強化等の観′点から、児童相談所の体制強化

を図ることが課題 となっている。 こうした役害Jを 中心的に担 う児童福祉司に

ついては、平成 22年度地方交付税措置において、標準団体 (人 口170万人 )

当た り30人の配置が可能な経費が計上 されているところであるが、平成

23年度の地方財政措置において児童相談所の体制強化 (児童福祉司の増員 )

が予定されているところである。

なお、平成 22年度においては、標準団体 (人 口170万人)当 た り30人
の配置が可能な経費が計上 されているところであるが、地域によつては、地

方交付税措置がなされている児童福祉司数 (人 口5.6万人に1人)を下回つて

いるところも見受けられることから、地方公共団体におかれては、児童福祉

司等の積極的な配置をお願いする。

また、こうした増員だけでなく、児童福祉司には高い社会福祉援助技術が

求められていることから、意欲や経験のある人材の確保・配置や現任職員に

対する研修の実施等を通 じて専門性の確保 と向上に努めていただきたい。

(関連資料6参照 )

イ 安全確認強化のための補助職員の配置等について

平成 22年度補正予算において、安心こども基金に、定額補助により、児

童虐待防止に係る緊急強化対策 として、虐待通告のあった児童の安全確認等

のための補助職員の配置経費などを新たに盛 り込んだところであるので (平

成23年度までの措置 )、 補正予算を積極的に活用 し、児童虐待防止の体制強
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化を図つていただきたい。

また、この基金では、児童虐待防止対策強化のための広報啓発、資質の向

上、体制強化のための環境改善、創意工夫に満ちた取組に係 る経費も対象 と

しているところである。 (関連資料7参照 )

ウ ー時保護所の体制の充実について

一時保護所については、虐待相談件数の増加 とともに保護人員、保護 日数

ともに増加傾向にあることから、一時保護中の子どもへの対応の充実のため、

○ 虐待を受けた児童等への心理的ケアの充実及びアセスメン トの強化を図

るため、一時保護所に配置する心理職員の常勤化 (児童入所施設措置費 )

や、

○ 学習環境の充実のための教員OBの配置や、 トラブルの軽減・即時対応

のための警察官OBの配置、外国人対応のための通訳の配置など、一時保

護所に入所 している児童の状況に応 じた協力員の確保の促進 (児童虐待・

DV対策等統合支援事業 )

を図つていただき、一時保護所の環境改善に努めていただきたい。

(4)市町村の体制強化について

ア 地域協議会の機能強化について

平成 21年度に全国の市町村が対応 した児童虐待に関する相談対応件数は

約 5万 7千件であり、児童相談所における相談対応件数 と同様に増加 してい

る。一方、相談体制をみると市町村間の格差が大きく、市町村相談対応窓口

や地域協議会調整機関における専門職員の確保など、その体制強化等が課題

となっている。

また、児童虐待による死亡事例をみると、市町村等が関与 していたにもか

からず、適切なリスク判断や児童相談所 との連携ができずに児童が死亡に至

った事例 も存在する。 こうした状況からも、市町村の児童家庭相談体制を強

化するため、各地域の児童虐待防止対策の要 となる地域協議会の機能強化を

図ることが重要である。
このため、平成 22年度補正予算に、市町村職員等の資質の向上や実践力

向上のための研修等の実施、システム環境の整備等を支援するための経費を

盛 り込んだところであるので、市町村の児童家庭相談体制等の強化を図るた

めの活用について、管内市町村への働きかけをお願いする。

なお、平成 22年 4月 現在、地域協議会 (虐待防止ネッ トワークを含む。)

の設置率は 98.7%で 、ほとんどの市町村において設置が進んでいるとこ

ろであるが、未設置の市町村についても、今後、地域協議会を設置 (虐待防

止ネ ッ トワークからの移行を含む。)し ていただきたいので、都道府県にお

かれても、管内市町村への積極的な働きかけをお願い したい。

(関連資料7参照 )
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イ 乳児家庭全戸訪問事業 (こ んにちは赤ちゃん事業)及び養育支援訪問事業
の推進について

平成 22年 7月 現在、乳児家庭全戸訪問事業 (こ んにちは赤ちゃん事業 )

については、 1, 561(89.2%)の 市町村で、また、養育支援訪問事業に

ついては、 1, 041(59.5%)の 市町村で取 り組んでいただいているとこ

ろである (いずれも雇用均等・児童家庭局総務課調べ
)。

両事業は、平成 21年 4月 1日 より、児童福祉法に位置付けられるととも

に、事業の実施について市町村に努力義務が課せ られたところである。 こ

れ らは、乳児家庭全戸訪問事業等により、要支援家庭が早期に把握 され、

継続支援 としての養育支援訪問事業等につなぎ、家庭の養育力の向上を図

り、ひいては児童虐待等を予防することにつながる重要な事業であると考

えてお り、全市町村における両事業の実施を図つていきたいと考えている。

厚生労働省 としては、平成 21年 3月 に策定 した両事業にかかる市町村向

けガイ ドラインや、平成 22年 12月 に自治体の工夫 した取組などを取 りま

とめた 「乳児家庭全戸訪問事業等の取組を推進するための事例集」の普及 0

活用を通 じて、全市町村での両事業の実施 を促進するとともに、「子 どもを

守る地域ネ ッ トワーク (要保護児童対策地域協議会)Jと 両事業 との密接な

連携が図られ、市町村における虐待防止の仕組みが構築 されるよう積極的に

取 り組んでまい りたいと考えているので、都道府県におかれても、管内市町

村への働きかけをお願いする。 (関連資料8参照 )

(5)児童家庭相談に携わる職員の研修について

児童家庭相談に携わる職員を対象 とした研修については、今 日の現場状況

にあつた効果的な研修内容 となるよう、国が実施する研修 と都道府県が実施

すべき研修を整理す るとともに研修の体系化を図 り、平成 20年度か ら、国

としては、①児童相談所内の指導的立場にある者を対象 とした研修、②都道

府県が市町村の調整機関職員等を対象に実施す る 「児童福祉司任用資格取得

のための研修 (講習会)J等 の研修指導者の養成研修、③児童虐待対応におけ

る更なる専門性向上のための特別な研修等を実施す るほか、地方 自治体の福

祉担 当職員を対象 とした児童福祉司資格認定通信課程を実施 しているところ

である。

また、児童福祉法において、児童相談に係 る市町村職員の研修が都道府県の

業務 とされていることから、各都道府県における児童家庭相談に携わる職員の

研修体制がなお一層充実されるよう、市町村職員も対象 としている 「児童福祉

司任用資格取得のための研修 (講習会 )」 (児童虐待 。DV対策等総合支援事業

(統合補助金))を実施するなどにより、市町村の専門性向上について配意を

願いたい。

なお、国の実施する研修について、管内市町村にも周知を図つた上で、積極

的な受講派遣をお願いする。

また、職員の研修に係 る経費については、安心こども基金 (児童虐待防止対

策の強化)も活用いただきたい。 (関連資料7及び9参照 )
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(6)児童虐待防止に向けた啓発活動について

平成 23年度においても、関係機関、団体等 と連携 しながら「児童虐待防止

推進月間」を実施 し、月間標語の公募、広報啓発ポスター・チラシの作成・配

布、政府広報を活用 した各種媒体 (テ レビ、新聞等)に よる啓発等を行 うほか、

全国フォーラムを 11月 23日 (祝・水)に岩手県盛岡市において開催する予

定である。

また、平成 22年度補正予算において、広報啓発のための経費を措置 してい

るので、ご活用いただくとともに、管内市町村への働 きかけをお願いする。

(関連資料7参照 )
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3.児童福祉施設等の整備及び運営等について

(1)児童福祉施設等の整備について

①次世代育成支援対策施設整備交付金について

児童福祉施設等に係る施設整備事業については、次世代育成支援対策推進

法に基づく地域行動計画に従い、地域の実情に応じた次世代育成支援対策に

資する児童福祉施設等の施設整備を支援するため、次世代育成支援対策施設

整備交付金として、平成 23年度予算案において、 30億円計上したところ

である。
なお、協議等について、今後、決定次第お知らせする。

②安心こども基金について

平成 20年度第 2次補正予算、平成 21年度第 1次補正予算及び第 2次補
正予算において予算化された安心こども基金において、民間保育所及び地域

子育て支援のための拠′点施設の整備を実施することとしており、さらに平成
22年度補正予算において、積み増しを行 うとともに事業の実施期限を平成
23年度末まで延長したところである。
また、保育所の整備事業等について、平成 23年度中に工事に着手し、

24年度に完了が見込まれる場合には助成対象とする運用改善を図つたので

積極的にご活用いただきたい。

③社会福祉施設整備業務の再′像検について

不祥事案の防止の観点から、国庫補助金や交付金協議の対象施設の選定手

続の見直し、社会福祉法人の認可や運営に関する業務の適正化等を図るため、

平成 13年 7月 23日 付で 「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉

法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底についてJを発出していると

ころである。
各都道府県市におかれては、本通知を踏まえ、施設整備業務の再′点検を行

うとともに、社会福祉法人等に対し指導の徹底を図られたい。

《参考》
。「社会福祉法人の認可について」 (平成12年 12月 1日 障第890号、社援第2618

号、老発第794号、児発第908号 )

。「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対

する指導監督の徹底について」 (平成13年 7月 23日 雇児発第488号、社援発第
1275号、老発第274号)な ど

④木材利用の推進について

児童福祉施設等における木材利用の推進にあたつては、「社会福祉施設等

における木材利用の推進について」(平成9年3月 6日 付大臣官房障害保健福祉

部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)に より、
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木材利用の積極的な活用についてお願い してきたところであるが、木材を利

用 した施設の居住環境がもたらす心理的・情緒的な効果は極めて効果的であ

ることから、施設構造 としてはもちろんのこと、内装や家具などの備品につ

いても積極的な活用が図られるよう、管内市町村及び社会福祉法人等に対 し

周知をお願い したい。

また、先般の通常国会において 「公共建築物等における木材の利用の促進

に関する法律」 (平成22年法律第36号)が成立 し、平成 22年 10月 1日 か

ら施行 されているところであるが、本法律の趣 旨も踏まえた木材利用をお願

いする。

なお、保育所の木材の活用に関 しては、「保育所木材利用状況調査研究事

業報告書 (木のぬくもりを保育所に)J及び 「大型遊具編」が作成 されてお

り、保育所で木材利用を計画する際の参考資料 とされるよう周知をお願い し

たい。 (参考 :「木のぬくもりを保育所に」 (http://www.zenhokyo.gr.jp/nuk

umori/nukumori.htm))

⑤地球温暖化対策に配慮 した施設整備について

地球規模の温暖化対策 (と りわけ低炭素社会づ くり)は重要な課題であり、

児童福祉施設等においても積極的に取 り組んでいくことが必要である。
このため、児童福祉施設等の施設整備にあたつては、太陽光発電設備や照

明設備の省エネ機器の導入等地球温暖化対策に資する種々の対策について積
極的に取 り組むよう、管内市町村及び社会福祉法人等に対 し周知をお願い し

たい。

⑥財産処分の承認基準の見直 しについて

国庫補助を受けて整備 された児童福祉施設等に係 る財産処分については、

平成 20年 4月 17日 付雇児発第0417001号 「厚生労働省所管一般会計補助
金等に係 る財産処分について」を発出したところである。 これにより、財産

処分承認基準の明確化や手続きの簡素化 (包括承認制度の導入)を図つてい

るところであり、これ らの取 り扱いについて、管内市町村及び社会福祉法人

等へ周知をお願い したい。

(参考)厚生労働省ホームページ (財産処分承認基準関係 )

http://、 vηvw.mhlw.go.jp/topics/2008/04/tp0421-1.html

⑦独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付事業の貸付条件の見直 しについて

独立行政法人福祉医療機構から、福祉貸付を受ける場合の融資条件につい

て、待機児童の早急な解消を図る取組を進めるため、優遇期間の緩和などが

図られることとなるので、関係施設等への周知をお願い したい。
○ 待機児童の早急な解消を図るための保育所 。放課後児童クラブの整備

に係 る融資条件の緩和
。優遇期間 :平成 21年～ 22年度 → 平成 23年～ 26年度
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・融資率 :保育所、放課後児童クラブについて 90%に 引き上げ

○ 母子生活支援施設の本体整備 と併せてDV被害者を一時保護するため

の居室を整備する場合の融資率の引き上げ (同 時整備に限る)

・融資率 :80%に 引き上げ

○ 木材利用による施設整備及びエネルギー効率が高い設備整備などエコ

対策に係る融資率等の優遇措置

地球温暖化対策を推進する観点から、木材の利用、再生可能エネルギ

ーの利用、エネルギー効率の高い整備を行 う場合に融資条件の優遇措置

を講 じる。
・建築資金 :建築物の構造が木造 (耐火建築物又は準耐火建築物)であ

る場合
・設備備品整備資金 :省エネルギー効果が 25%以 上の設備 (太陽光発

電装置、蓄熱システムなど)を整備する場合
・融資率 :一律 90%に 引き上げ

○ 地震防災対策特別措置法等に基づき行 う改築整備等に係 る融資率の引

き上げ
・融資率

地震防災対策特別措置法等による改築整備 :所定の融資率 +5%
災害復旧整備 :一律 90%に 引き上げ

○ 平成 22年度末で期限を迎え、引き続き、期限付きで特別措置が認め

られたもの

・アスベス ト対策事業に係 る融資条件の優遇 (平成23年度まで)

。老朽民間社会福祉施設整備計画の延長に伴 う無利子貸付の措置期間の

延長 (平成27年度まで)

。地すべ り防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備計画の延

長に伴 う無利子貸付の措置期間の延長 (平成27年度まで)

○ 融資率の引き下げ及び融資の廃止
。融資の廃止

対象施設 :児童遊園
・融資率の引き下げ (融資率 :70%)

対象施設 :母子休養ホーム、母子福祉センター

※ ただ し、災害復旧事業、アスベス ト対策事業、耐震化基金事業によ

る整備に係 るものを除く

(2)児童福祉施設等の運営について

①児童福祉施設の運営等について

ア 社会福祉施設は、利用者本位のサービスを提供するため、苦情解決の仕

組みを整備 し、第二者評価事業を積極的に活用するなど、自ら提供するサ

ー ビスの質、職員育成及び経営の効率化など継続的な改善に努めるととも

に、地域福祉サービスの拠′ほとしてその公共性、公益性を発揮することが

求められている。
このため、本来事業の適正な実施に加え、施設機能の地域への開放及び
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災害時の要援護者への支援などの公益的取組が推進 されるよう、適切な指

導をお願い したい。

また、積極的に利用者 。家族等 とのコミュニケーションを図ることや、

苦情解決への取 り組みを実施することによつて、多 くの事故を未然に回避

し、万が一事故が起きて しまった場合でも適切な対応が可能 となるよう危

機管理 (リ スクマネジメン ト)の取 り組みを推進することが重要であ り、

引き続き指導の徹底をお願い したい。

イ 児童福祉施設等の運営費の運用については、従来から適正な指導をお願

い しているところであるが、運営費の不正使用などの不祥事により社会福

祉施設に対する国民の信頼を損な うことのないよう、指導監査の結果を踏

まえた運営の指導にあたる等、施設所管課 と指導監査担当課等 との連携を

十分に図 り、適正な施設運営について引き続き指導をお願い したい。

ウ 保育所への入所については、市町村や保育所の提供する情報に基づき、

保護者等が希望する保育所を選択 して申し込みを行 うこととされているの

で、適正な情報の提供に配慮 した指導をお願い したい。
特に、市町村における入所児童の選考に当たつては、児童の家庭の状況、

地域の実情等を十分に踏まえて、市町村が定める客観的な選考方法等に基
づき公正に行われるよう指導をお願い したい。

情報提供の実施状況あるいは広域入所の取組はもとより、待機児童の解

消についても、要保育児童数や保育ニーズの的確な把握を行い、保育所の

実情等をも勘案 し、地域の実状にあつた保育行政が行われるよう、市町村
の指導についてお願い したい。

②児童の安全確保について

ア 児童福祉施設等における児童の安全確保については、従来より種々ご尽

力頂いているところであるが、各都道府県等におかれては、事件 。事故の

発生の予防や発生 した場合の迅速、的確な対応が図られるよう、引き続き

市町村及び児童福祉施設等に対する指導をお願い したい。

また、児童福祉施設等においては、 日頃からの職員の協力連携体制は勿

論のこと、保護者を含む地域 との協力体制を確立することが重要であ り、

地域全体の協力による児童福祉施設等の安全確保に努められたい。

《参考》
・「児童福祉施設等における児童の安全の確保についてJ(平成13年 6月 15日

雇児総発第402号 )

・「児童福祉施設等における児童の安全確保 。安全管理の一層の徹底につい

て (依頼)J(平成15年 12月 24日 雇児総発第1224001号 )

。「地域における児童の安全確保についてJ(平成18年 1月 12日 職高高発第011

2001号、雇児総発第0112001号 、老振発第0112001号 )

0「児童福祉施設等における事故の防止についてJ(平成18年8月 3日 雇児総発

第0803002号 )
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イ 児童福祉施設等に設置 している遊具については、「児童福祉施設等に設

置 している遊具の安全確保について」 (平成20年 8月 29日 雇児総発第082900

2号、障障発第0829001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会
・援護局障害保健福祉部障害福祉課長連名通知)に基づき日常の′ほ検 と不

備があった場合の適切かつ速やかな対応をお願い しているところである。

この通知の別添 「「都市公園における遊具の安全確保 に関す る指針 (改訂

版 )」 についてJ(国土交通省都市 。地域整備局公園緑地 。景観課長通知 )

は、子 どもの遊びや遊具の安全性・事故等に関する基本的な内容を示 した

ものであることから、この指針を参考に、児童福祉施設等における遊具の

事故防止対策に活用 していただくようお願い したい。

ウ 社会福祉施設等の利用に係 る消費者事故等が発生 した旨の情報を得た場

合には、消費者安全法第12条に基づき、消費者庁あて通知いただくことと

なっているので、遺漏なきようお願い したい。また、消費者庁へ通知する

際は、併せて、厚生労働省にも通知いただくようお願い したい。

《参考》
・「社会福祉施設等の利用に係 る消費者事故等の通知について」 (平成21年 9

月 1日 事務連絡 )

③社会福祉施設等の地上デジタル放送への対応について

平成 23年 7月 をもつてアナログ放送が終了し、地上デジタル放送への完

全移行が予定されている。テ レビ放送は、生活に不可欠な地震・火災などの

緊急情報や施設利用者の方々の情報収集の手段 として重要な役害」を果た して

いるが、社会福祉施設等の地上デジタル放送の普及率は 7害J程度 (社会・援

護局福祉基盤課調 (平成22年 10月 1日 現在))に とどまってお り、また、完全

移行への期間も、残 り5ヶ 月 と間近 となった。社会福祉施設等は、自力で避

難することが困難な方々が多 く生活 され、防火・防災対策に万全を期する観

点からも地上デジタル放送への移行が必要であ り、管内の社会福祉施設等に

対 して円滑な移行が速やかに進むよう、指導方をお願いする。

なお、地上デジタル放送への移行状況を把握するため、 3月 中に改修状況

調査を行 う予定に しているのでご承知おき願いたい。

《参考》
「地上デジタル放送への移行完了のためのアクションプラン2010J抜粋

(平成22年 12月 関係省庁連絡会議決定 )

第 2具体的な取組

第 1章 公共施設のデジタル化

(1)国民生活 と密接に関連する公共的な施設のデジタル化

国民が利用する公共的な施設の うち、その利用者にとつてテ レビが災害

等の緊急時の情報入手手段 として重要な役害1を果たすもの (特に、学校、
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公民館、病院、高齢者や障害者の入所する社会福祉施設。以下 「重要公共

施設」 とい う。)について、各施設のデジタル化改修が完了するよう、各

重要公共施設の所管省庁から、随時注意喚起を行 う。また、各重要公共施

設の所管省庁においては、平成23年 3月 末時点の当該重要公共施設のデジ

タル化改修状況について把握するよう努める。

④感染症の予防対策

児童福祉施設等における感染症予防対策については、従来より特段の指導

をお願い しているところであるが、今後も引き続き十分な対応を図ることが

必要である。

社会福祉施設等は高齢者や乳幼児等体力の弱い者が集団生活 していること

を十分認識の上、ノロウイルスやインフルエンザ、レジオネラ症等の感染症

に対する適切な予防対策を講 じることが極めて重要であることから、下記の

通知を参考に衛生主管部局、指導監査担当課及び市町村 とも連携 しつつ、管

内社会福祉施設等に対 し適切な予防対策を図るよ う指導の徹底 をお願いす

る。

《参考》
。「社会福祉施設、介護保険施設等におけるノロウイルスによる感染性

胃腸炎の発生 。まん延防止策の一層の徹底について」 (平成19年 12

月26日 雇児総発第1226001号、社援基発第1226001号、障企発第122600

1号、老計発第1226001号厚生労働省雇用均等 。児童家庭局総務課長、

社会・援護局福祉基盤課長、社会 。援護局障害保健福祉部企画課長、

老健局計画課長連名通知)

。「社会福祉施設、介護保険施設等におけるノロウイルスによる感染性

胃腸炎の発生 。まん延対策について」 (平成19年9月 20日 雇児総発第09

20001号 、社援基発第0920001号 、障企発第0920001号 、老計発第09200

01サ厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基

盤課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名

通知 )

・「ノロウイルスに関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/tOpics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.ht
ml

・「社会福祉施設等における感染症発生時に係 る報告について」 (平成 17

年 2月 22日 健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会
・援護局長、老健局長連名通知 )

・「社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について」 (平

成15年 7月 25日 社援基発第725001号)男 J添 「レジオネラ症を予防する

ために必要な措置に関する技術上の指針」
。「社会福祉施設等における衛生管理の徹底について」 (平成20年 7月 7日

雇児総発第0707001号、社援基発第0707001号、障企発第0707001号、

老計発第0707001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会
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・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長、老健

局計画課長連名通知 )

・「児童福祉施設等における 「学校における麻 しん対策ガイ ドライン」
の活用について」 (平成20年6月 17日 雇児総発第0617001号 、障障発第0

617001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局障

害保健福祉部障害福祉課長 )

・「社会福祉施設等における今冬のインフルエンザ総合対策の推進につ

いて」 (平成22年 12月 1日 雇児総発1201第 3号、社援基発1201第 1号、障

企発1201第 1号、老総発 1201第 1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総

務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部企

画課長、老健局総務課長連名通知 )

0「 今冬のインフルエンザ総合対策について (平成22年度 )」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku― kansenshou01/index.

html

また社会福祉施設等に対 し、ウィルス肝炎等の感染症患者・感染者に対す

る利用制限、偏見や差別を防 ぐ観点から、衛生主管部局 と連携 し正 しい知識
の普及啓発を行い、利用者等に対する人権上の配慮が適切に行われるよう指

導されたい。

⑤入所児童等からの苦情への対応について

児童福祉施設最低基準においては、その行った処遇に関する入所 している
児童及びその保護者等からの苦情に迅速かつ適正に対応するために、苫情を
受け付けるための窓国の設置及び当該施設の職員以外の第二者の関与等の必

要な措置を講 じなければならないとされてお り、今後 ともその適正な実施に
ついて指導をお願い したい。

⑥児童福祉施設に係 る第二者評価の推進について

福祉サービスの第二者評価事業の更なる普及・定着を図るため、平成 16
年 5月 に 「福祉サー ビス第二者評価事業に関する指針について」 (雇用均等
0児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知 平成 22年 3月 改正 )

を発出し、さらに、平成 17年 5月 に 「施設種別の 「福祉サー ビス第二者評
価基準ガイ ドラインにおける各評価項 目の判断基準に関するガイ ドラインJ

及び 「福祉サー ビス内容評価基準ガイ ドライン」等について」 (雇用均等 。

児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)を発出したところであ
り、都道府県においては、関係部局と連携 して、一層の事業推進をお願い し
たい。

⑦被措置児童等虐待の防止について

児童虐待の防止等に関する法律に規定されていない施設職員等による虐待

に対応 して、社会的養護に関する質を確保 し、子 どもの権利擁護を図るとい

う観点から、改正児童福祉法に被措置児童等虐待に関する事項が規定され、

さらに 「被措置児童等虐待対応ガイ ドラインについてJを通知 したところで
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ある。子 どもの福祉を守るとい う観点から、被措置児童等の権利が侵害され

ている場合や生命や健康、生活が損なわれるような事態が予測 される場合等

には、被措置児童等を保護 し、適切な養育環境の確保をお願い したい。また、

不適切な事業運営や施設運営が行われている場合には、事業者や施設を監督

する立場から、児童福祉法に基づき適切な対応をお願い したい。

さらに、被措置児童等虐待の防止について、関係機関との連携体制の整備

や周知を図られるようお願い したい。

《参考》
・「被措置児童等虐待対応ガイ ドラインについて」 (平成21年 3月 31日 雇児福

発第0331002号 、障障発第0331009号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭

福祉課長、社会援護局障害保健福祉部障害福祉課長連名通知 )

③社会福祉法人新会計基準について

ア 社会福祉法人新会計基準の概要

法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準Jの ほか、「老人福

祉施設指導指針」や 「老健準則」等、様々な会計ルールが併存 してお り、

事務処理が煩雑、計算処理結果が異なる等の問題が指摘されている。

また、社会経済状況の変化に対応 した一層の効率的な法人経営 とともに、

公的資金や寄附金等を受け入れていることから経営実態をより正確に反映

して国民や寄附者に示せるよう、事業の効率性に関する情報や事業活動状

況の透明化が求められる。
こうしたことから、平成 20年度より、日本公認会計士協会の協力のも

と、法人の会計基準一元化に向けての検討を行い、平成 22年 1月 に「社

会福祉法人会計基準 (素案)Jを とりまとめたところである。今般、関係

団体及び各 自治体のご意見を踏まえ所要の見直 しを行い、「社会福祉法人

会計基準 (案)」 としてとりまとめ、パブ リックコメン トによる意見募集

を行ったところであり、その概要は、平成 23年 1月 21日 に開催 された

全国厚生労働関係部局長会議 (厚生分科会)の社会・援護局資料 (参考資

料 9)を参照されたい。

イ 研修体制について

セーフティネ ッ ト支援対策等事業費補助金において、「社会福祉法人会

計基準 (一元化)研修事業」を新設 し、各都道府県 。指定都市 。中核市が

所管の社会福祉法人の会計担当職員等に対する研修を開催 した場合、その

開催経費を補助 (補助率1/2)することを予定 している。

なお、自治体職員向けの研修については、例年 5月 から6月 に国立保健

医療科学院において行われる社会福祉法人指導監査研修の中で、社会福祉

法人会計基準に関する研修を開催することを予定 している。

ウ 今後のスケジュール等
パブ リックコメン トによるご意見を踏まえ、必要に応 じて見直 しを行つ
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た後、平成 22年度中に実施通知を発出する予定である。

なお、移行期間については、事務体制が整い、実施が可能な法人におい

ては平成 24年度 (予算)か ら移行 し、平成 25年度 (予算)に は全ての

法人において移行する予定としている。

都道府県等におかれては、社会福祉法人新会計基準への円滑な移行が図

られるよう管内社会福祉施設等に対する指導の徹底をお願い したい。

(3)社会福祉施設等の防災対策について

①社会福祉施設等の防災対策への取組

社会福祉施設等は、自力避難が困難な者が多数入所する施設であることか

ら、次の事項に留意の うえ、施設の防火安全対策の強化に努めるよう、管内

社会福祉施設等に指導をお願いするとともに、指導監査等にあたっては、特

に重′点的な指導をお願い したい。
ア 火災発生の未然防止

イ 火災発生時の早期通報・連絡

ウ 初期消化対策
工 夜間防火管理体制

オ 避難対策

力 近隣住民、近隣施設、消防機関等 との連携協力体制の確保

キ 各種の補償保険制度の活用

とりわけ、消防法施行令の一部を改正する政令 (平成19年政令第179号 )

が平成 21年 4月 に施行 され、乳児院について、スプ リンクラー設備につい
'  ては延べ面積 275耐 以上に、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火

災報知設備 については規模に関わ らずに設置が義務づけられていることか

ら、次世代育成支援対策施設整備交付金及び社会福祉施設等耐震化等臨時特

例基金を積極的に活用 して、整備を進められたい。

なお、既存施設における経過措置期間の期限については、平成 24年 3月

までとなつていることから、期限までにスプ リンクラー設備の整備など必要

な対応が図られるよう指導 されたい。 (平L児院以外の児童入所施設について

も、 275ポ 以上であればスプ リンクラー設備整備事業が次世代育成支援対

策施設整備交付金の対象 となっているのでご活用いただきたい。)

また、地すべ り防止危険区域等土砂等による災害発生の恐れがあるとして

指定されている地域等に所在 している社会福祉施設等においては、

ア 施設所在地の市町村、消防機関その他の防災関係機関及び施設への周知

イ 施設の防災対策の現状把握 と、情報の伝達、提供体制の確立

ウ 入所者の外出等の状況の常時把握及び避難並びに避難後の円滑な援護
工 消防機関、市町村役場、地域住民等 との日常の連絡を密にし、施設の構

造、入所者の実態を認識 してもらうとともに、避難、消火、避難後の円滑

な援護等を行 うための協力体市1の確保等

社会福祉施設等の防災対策に万全を期 していただくようお願い したい。
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《参考》
。「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」 (昭和62年 9月 18日

社施第107号 )

。「社会福祉施設における防災対策の再点検等について」 (平成10年 8月 31日

社施第2153号 )

。「災害弱者関連施設に係 る土砂災害対策の実施についてJ(平成11年 1月 29

日社援第212号 )

。「認知症高齢者グループホーム等における防火安全体制の徹底等について」

(平成18年 1月 10日 雇児総発第0110001号 、社援基発第0110001号 、障企発第
O H 0001号 、老計発第0110001号 )

②児童福祉施設等の耐震化対策の推進

ア 児童福祉施設等の耐震化については、「建築物の耐震改修の促進に関す

る法律Jに基づき、管内社会福祉法人等に対 し必要な指導等が行われてい

るところであるが、平成 18年に同法が一部改正され、都道府県市が策定

する 「耐震改修促進計画」により、社会福祉施設を含む公共建築物等につ

いては、速やかに耐震診断を実施 し、その結果等の公表に努めることが必

要 となっているところである。
これ らを踏まえ、旧建築基準法に基づき建設 された施設の耐震診断及び

耐震化を優先的に実施するとともに、新耐震基準で建築 された施設につい

ても必要に応 じて耐震診断を実施するなど、その安全性を確認するために

必要な対応を行 うよう、管内市町村、社会福祉法人等に対 して指導をお願
い したい。

平成 22年に実施 した社会福祉施設等の耐震化に関する状況調査につい

ては、現在、報告頂いた内容等の確認をし、取 りまとめを行つているとこ

ろであ り、取 りまとま り次第別途通知する予定であるが、各都道府県市に

おいては、引き続き、児童福祉施設等へ入所 。利用する児童等の安全確保
の観′点から、耐震診断の未実施施設については、早急に診断を実施すると

ともに、要改修 と診断された施設は、耐震化のための整備を適切に行 うよ

う、管内市町村、社会福祉法人等に対 して指導をお願い したい。
なお、これ らの事業の実施にあたつては、「社会福祉施設等に関する耐

震診断及び耐震改修の実施について (通知 )」 (平成18年 2月 15日 社援基発

第0215001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福

祉基盤課長、社会 。援護局障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名

通知)で通知 しているところであるが、各都道府県市の建築指導担当部局
と連携の上、耐震診断については国土交通省の 「住宅・建築物安全ス トッ
ク形成事業」、耐震化整備等については社会福祉施設等耐震化等臨時特例

基金 (保育所等については安心こども基金)の積極的な活用をお願い した
い 。

イ 社会福祉施設等の老朽化に伴 う改築整備については、老朽化が著 しく災

害の発生の危険性が大きいものなど入所者の防災対策上、万全を期 し難い

社会福祉施設については、国庫補助や交付金の交付に当たつて優先的に採
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択 してきたところである。

また、土砂災害等により被害のおそれがあると都道府県等において指定

された地すべ り防止危険か所等危険区域に所在する社会福祉施設について

も、施設入所者、利用者の安全確保を図る観点から当該区域外への移転整

備を促進するため、国庫補助や交付金の交付に当たつて優先的に採択 して

きたところである。
これ らの取 り扱いについては、その事業の重要性に鑑み、平成 23年度

においても引き続き継続することとしているので、各都道府県市におかれ

ては、これ らの施設について、速やかに対応願いたい。

③被災施設の早期復旧

社会福祉施設等災害復 1日 事務の取扱いについては、「社会福祉施設等災害

復 1日 費国庫負担 (補助)の協議について」 (平成17年 3月 24日 付雇用均等・児童

家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)に基づき、災害発生後速や

かに報告をお願いするとともに、早期現状回復に努め、施設運営に支障が生

じないよう指導の徹底を図られたい。

なお、被災 した社会福祉施設等の災害復旧事業については、「社会福祉施

設等災害復旧費国庫負担 (補助)金」により国庫負担 (補助)し てきたところで

あるが、早期復旧の観′像、社会福祉施設の地域の重要な防災拠′ほとしての役

害1及び災害救助法に基づく 「福祉避難所Jと しての位置付けを有 しているこ

とから、平成 17年度より交付金化 された高齢者関連施設や児童関連施設及

び平成 18年度から一般財源化 された公立保育所等についても、引き続き「社

会福祉施設等災害復旧費国庫補助金Jの対象 となつているので了知願いたい。

④大規模災害への対応

台風被害や地震災害などの大規模災害については、施設 レベルでの防災対

策では十分な対応が困難であることか ら、関係機関との十分な連携及び地域

防災計画に基づく適切な防災訓練の実施など、民生部局においても積極的に

参画をお願い したい。

なお、社会福祉施設等は地域の防災拠点 として、また、災害救助法に基づ

く 「福祉避難所」 としての役割を有 していることから、今後も震災時等にお

ける緊急避難的な措置 として要援護者の受人を積極的に行っていただくよう

お願い したい。

(4)社会福祉施設等におけるアスベス ト対策について

① 吹付けアスベス ト等使用実態調査について

社会福祉施設等におけるアスベス ト (石綿)対策については、平成 22年
11月 9日 「社会福祉施設等における吹付けアスベス ト (石綿)使用実態調

査の第 2回 フォローアップ調査結果」を公表 したところであるが、依然 とし

て、未措置状態にある施設、未回答施設、分析依頼中の施設が散見されてお

り、引き続き法令等に基づき適切な措置を講ずるよう指導の徹底をお願いす

る。
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また、これ ら施設の 「フォローァップ調査Jについて、既にご連絡 してい

るとお り、平成 23年 10月 7日 (金)ま でに提出いただくようお願いいた

したい。

石綿等のばく露のおそれがない又は封 じ込め、囲い込み等の措置を図つた

施設であつても、風化・損傷等によりばく露する危険性 もあることか ら経過

観測に努めるとともに、石綿等の分析調査を行つた場合は、図面、調査結果

を適切に保管 し、撤去工事等を実施する際に活用できるよう施設に対 して周

知いただくようお願いする。

《参考》
。「社会福祉施設等における吹付けアスベス ト (石綿)等使用実態調査の第
2回 フォローアップ調査結果の公表等についてJ(平成22年 11月 9日 雇児発
1109第 3号、社援発1109第 1号、障発1109第 1号、老発1109第 1号厚生労働省

雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部

長、老健局長連名通知 )

② 吹付けアスベス ト等の除去等について

児童養護施設等の吹付けアスベス ト等の除去等に要する費用については、

次世代育成支援対策施設整備交付金の交付対象 となってお り、民間保育所等

については安心こども基金の交付対象 とすることとしていることから、これ

らの制度等を積極的に活用 し、この早期処理に努めるよう指導をお願いする。

また、独立行政法人福祉医療機構において、アスベス ト対策事業に係 る融

資条件の優遇措置 (融資率の引き上げ、貸付利率の引き下げ)を平成 23年
度も引き続き実施することとしてお り、その活用方の周知も併せてお願いい

た したい。
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4.児童福祉行政に対する指導監督の徹底について

(1)児童福祉施設等に対する指導監査の実施について

児童福祉施設等に対する指導監査の実施については、児童福祉行政の適正か
つ円滑なる実施の確保を図るため、平成 12年 4月 25日 児発第 471号 厚生

省児童家庭局長通知 「児童福祉行政指導監査の実施についてJの別紙 「児童福

祉行政指導監査実施要綱」を参考の上、引き続き適切な指導監査の実施を図ら

れるようお願い したい。

児童福祉施設等の指導監査の実施については、児童福祉法施行令に基づき年
1回以上の指導監査 となってお り、この際には、施設運営全般にわたる指導を

お願い したい。

特に、児童養護施設等入所児童等の処遇については、児童等の最善の利益を

確保するために、苦情解決のための しくみが設けられているか、体罰等懲戒権
が濫用 されていないか、児童相談所など関係機関との連携を図 りながら児童相

談所の処遇指針に対応 した児童 自立支援計画が適正に策定されているか等、人

権に配慮 した適切な施設運営が行われているかとい う観′ほから、被措置児童等

虐待防止にも配慮 した指導監査を行 うようお願い したい。

また、児童の自立支援計画の策定・実践等を通 じて進学・就労等の選択に際
し、児童の意向等に十分配慮 し、児童の自立への支援の状況等についても留意
して、指導監督を行 うよう配慮をお願い したい。

(2)措置費等の施設運営費の適正化について

児童入所施設措置費及び保育所運営費等関係事務の適正な執行を確保する観

点から、これ らの事務を行 う関係機関における負担金等の支弁及び徴収等経理

事務に対する指導について配慮をお願い したい。

特に会計検査院より指摘 された次の点については留意願いたい。
・ 保育所入所に係 る徴収金の世帯階層区分の認定については、国基準の徴

収金基準額表を各年度 ごとに正 しく適用 されることはもとより、適正な事
務が確保 されるよう税務関係機関との連携強化を図 り、保護者から必要な
書類を求める等課税状況の的確な把握に関しての指導をお願い したい。

。 児童入所施設措置費及び保育所運営費の入所児童 (者)処遇特別加算費
の算定にあたつては、民間施設給与等改善費の加算率の算定対象 とすべき
職員 (1日 6時間以上かつ月20日 以上勤務)は加算対象 とはならないので、
交付要綱等に即 した支弁事務が行われるよう指導をお願い したい。

(3)都道府県等が実施する指導監査の結果報告について
各都道府県等が実施する児童福祉施設等の指導監査の結果については、児童

福祉施設等の適正な運営を確保するため、指導監査における指摘事項の傾向等
を全国に情報提供 し、今後の指導に活用 していただくことを目的に、当局総務
課調整係へ提出していただいたところである。現在、その報告内容等について

取 りまとめているところであり、取 りまとま り次第別途通知する予定である。
なお、当該監査報告書等の提出については、今後 とも格段のご協力をお願い し
たい。
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ω
劇

0子ども・子育て新システムの

基本的な考え方

（轍岬
半
半
二
）



基本的な考え方

ω
∞

■ すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、子ども・子育てを社会全体で支援
○ すべての子ども・子育て家庭への支援 (子ども手当、一時預かりなど)

○ 幼稚園・保育所の一体化 (こども園 (仮称))

○ 社会全体での費用負担

○ 関係者 (地方公共団体、労使団体、子育て当事者、NPO等子育て支援者等の参画
(子ども・子育て会議 (仮称))

■ 切れ 目のないサービス・給付を保障
○ 妊娠～出産～保育～放課後対策まで切れ目なく細やかなサービスを提供

■ 地域の多様な二一ズに応じたサービス
○ 二一ズに応じた多様な保育サービス

■ 基礎自治体 (市町村)中心

■ 政府の推進体制・財源を一元化
○ 制度ごとにバラバラな政府の推進体制、財源を一元化

■ ワーク・ライフ・バランスの実現



基本設計

ω
Φ

■ 子ども子育てを社会全体で支援する一元的な制度の構築～制度口財源口給付の一元化の実現～

0社 会全体 (国・地方・事業主・個人)による費用負担
・ 社会全体 (国・地方・事業主口個人)により必要な費用を負担
口国及び地方の恒久財源の確保を前提とした実施
・ 子ども・子育て勘定(仮称)から、市町村が自由度を持って必要な給付を行うことができるよう、子ども日子育て包括交付金

(仮称)として必要な費用を包括的に交付
・ 市町村は、必要な費用を確保し、地域の実情に応じた給付を実施

O子 ども・子育て会議 (仮称)の設置を検討

・ 地方公共団体、労使代表、子育て当事者、NPO等の子育て支援当事者等が、子育て支援の政策プロセス等に参画・関与

することができる仕組みとして国に子ども・子育て会議(仮称)を設置することを検討
口地方においても関係者が関与できる仕組みを検討

O国 と都道府県の役割 ～実施主体の市町村を重層的に支える仕組み～
【[コ 】

・ 新システムの制度設計
・ 市町村への子ども・子育て包括交付金 (仮称)の交付等、制度の円滑な運営のために必要な支援

【都道府県】

「

一

‐

‥

‐

‐

‐

一

・ 広域自治体として、市町村支援事業 (広域調整、情報提供など)を実施
・ 都道府県が主体となって行 う事業を実施 (社会的養護など)

一
①
②
③
④
⑤

Ｏ

口
．

市町村の権限と責務
自由度を持つて、地域の実情に応じた給付設計
住民にサービス・給付を提供口確保

必要な子どもにサー ビス・給付を保障する責務

質の確保されたサー ビスの提供責務

適切なサー ビスの確実な利用支援する責務

サービスの費用 ・給付の支払い責務

計画的なサービス提供体制の確保・基盤整備責務

1



子ども・子育て新システムのイメージ

ヽ
Ｏ

ex:事業方針審議、

事業評価 など
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

|

・

       |

|

―   ―  ― ―

    ■

都道府県 :

．「
↓

の源財＜

負担金 ・

一般会計 金

子どもE子育て勘定 (仮称)

子ども・子育て包括交付金 (仮称 )

新システム事業計画の実施に必要な費用を交付

市町村 (基礎自治体 )

(市町村負担分とあわせて予算計上) 地方

関係者の関与
の仕組み

子ども・子育て支援の給付辱サービスを包括的・一元的に実施

中央

子ども・子育て会

議 (仮称 )



■子ども手当(現金) ■ 出産・育児に係る休業に伴う給付 (仮称 )

■ 幼保一体給付 (仮称)

すべての子どもに質の高い幼児教育口保育を提供

利用者の選択に基づく給付の保障 多様な事業者の参入によるサービス基盤の整備
一
〇

〇

○

○

サービスの確実な保障=市町村による認定

市町村関与の下、利用者と事業者の間の

公的幼児教育・保育契約 (仮称 )

市町村が適切なサービスの確実な利用を支援

利用者補助方式と公定価格を基本とした現物給付
・―サービスの多様化の観点を踏まえた柔軟な制度設計と多

様なサービスの特性への配慮

ヽ

l

○ 指定事業者の仕組みの導入                lΨ
湯幌季■ビ暴邸 穐 騎      ||

○ イコールフッティング

     雇

費の使途範囲の自由度の確保

 ||

・施設整備費の在り方の見直し、運
○ 撤退規制、情報開示等のルール

O HoffiIofFEf i
ti

\--- --t,

■ 子育て支援 (一時預かり等 )

■ その他の子育て支援

乳児家庭全戸訪間事業、地域子育て支援拠点事業、児

童館 等

新システムの事業として市町村の独自給付

こども園 (仮称 )

給付の一体化……幼保一体給付 (仮称 )

幼稚園口保育所の一体化 (こ ども園 (仮称))

こども指針 (仮称)の創設

等

【給付の全体像】
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0新システムのW丁における議論の
具体的な内容



基本設計

ヽ
ω

市「田『 村 =新システムの実施主体

○ 新システムの実施主体として、住民に対 して、地域の実情に応 じ、子ども・子育て支援のサービ

ス・給付を提供・確保

① 子ども・子育て支援が必要な子どもに対し、サービス・給付の水準を保障 (地位を付与)し、必要なサービスが
確実に利用できるよう支援

② 市町村の「新システム事業計画」 (仮称)に基づき、潜在的なニーズも含めたサービス基盤の整備を計画的に
実施

⇒ 【法的な枠組み】
・ 市町村の責務を法律上明記

「

~~~… ……………――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
:

① 必要な子どもにサービス・給付を保障する責務
② 質の確保されたサービスの提供責務
③ 適切なサービスの確実な利用支援する責務
④ サービスの費用・給付の支払い責務
⑤ .計画的なサービス提供体制の確保・基盤整備責務         |

市町村の「新システム事業計画」 (1反称)を法律上明記

: ―   Eコ ー 層 ⌒ ≡rL凸
目標値の設定

日常生活圏域の設定

需要量の見込み

見込量の確保のための方策
こども園 (仮称 )、 多様な保育サービス、地域の子育て支援事業等)

:

○

○

○

○

＜

一

l
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ヽ

国・都道府県 =実施主体たる市町村を重層的に支援

○ 国は、制度の根幹に関する以下の役割を担う
① 新システムの制度設計、「基本指針」の策定
② 市町村への子ども・子育て包括交付金 (仮称)の交付等、制度の円滑な運営のための必要な支援

○ 都道府県は、広域自治体として、「新システム事業支援計画」 (仮称)に基づき、以下の市町村支
援を実施
① 市町村における制度の円滑な運営のための支援

(指定事業者に係るサービス情報の公表、保育者の研修 。人材養成 )

② 都道府県が主体となつて、専門性を発揮する事業
(社会的養護、障害児の発達支援に着目した専門的な支援など、専門機関を有する都道府県が主体となって実施)

=メ瞥膵 1警ζl:キ旨金十」、 者B進ヨF菌嘩ミ(D 「新〕′:スラ・2生事ヨ〕業支El震言十画」 (イ反不年)を:)去徊2_L明言己
・ 上記の国の責務、都道府県の責務を法律上明記

<検討課題>
○ サービス類型ごとに、指定権者・指導監督の主体 (現行 :保育所は中核市まで、幼稚園・言忍定こども園は都道刷動
○ 市町村の「新システム事業計画」 (仮称)、 都道府県の「新システム事業支援計画」 (1反称)、 国の「基本
指針」についての具体的な内容

○ 市町村が行う利用者支援の具体的な内容、保育の必要量の認定、市町村事業の必要量の確保など
→後述    ‐

:



諄一付一給一
Ｆ
Ｉ
Ｉ

一
〇

+tt,+H cffil^o>H#ffi{rr) →「 5大臣合意」 (平成22年 12月 20日 )を踏まえ検討

子 育 て 支 援 サ ー ビス (個人への現物給付 (一時預かり))

○ 一時預かりは、親の働き方に関わらず、日常生活を営む上での利用や、社会参加を行うための
利用など、普遍的に子ども・子育て家庭に必要なものであり、すべての子ども・子育て家庭が利
用できるようにする

○ 市町村はニーズを把握し、必要な量を確保するため、計画に基づき、地域の実情を踏まえた
サービス基盤を整備

「

~~~~~“ ~~~― "― ― ― … … … … … … … … … … … … … ― ― ― ― ― ― ― … … … … … … … … … … … ― ― ― “ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― “ ― ― ― ¬

<検討課題 >
○ 一時預かりを提供する方法

→ 地域の実情や家庭の状況に応じた必要量を、市町村事業によって提供 (事業を法律上明記)する方向で検討
例 :地域子育て支援拠点など実施場所に助成、利用券方式により個人に給付 (杉並区「子育て応援券」)

○ 必要な量の確保
→ 市町村の「新システム事業計画」 (1反称)に基づ<整備目標の設定を法律上明記する方向で検討

○ 給付の対象範囲 (実施場所等)をどのようにするか
→ 市町村事業として、市町村が質を確保 (仮」:市町村が給付の対象となる実施場所を特定)する方向で検討       |
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妊婦健診

○ 妊婦健診については、新システムの対象とする (市町村事業 )
・ 妊婦健診を市町村の「新システム事業計画」 (仮称)に基づ<整備目標の設定を法律上明記

116検 頭憑雪逼となる検査項目や
/AN費

負担額の地域差をどのように考えるか
L_輛 ___― ― ― ― … … 哺 ― ― 二 … … … … … … ― ― ― … ― ― … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― … … … … … … …

地域の子育て支援事業

○ 地域の子育て支援事業 (乳児家庭全戸訪間事業、養育支援訪間事業、地域子育て支援拠点事業、児
童館など)については、市町村はニーズを把握 し、必要な量を確保するため、計画策定と、計画に基
づ<サービス基盤を整備

○ 対象となる事業は、現行の次世代育成支援対策交付金 (ソフ ト交付金)の範囲を念頭
・ 市町村は、地i或の子育て支援事業を実施することを法律上明記
・ 市町村の「新システム事業計画」 (1反称)に基づ<整備目標の設定を法律上明記

|<検討課題>

→
°  盤  灘鼈1 靱

蔵言寸

l

|○ 各事業の基準は国が定めることとするか、各事業における市町村の裁量をどのようにするか
I → 各事業に関し、国がガイドラインを示す万向で検討
L_____― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 』

市町村独自の給付

○ 市町村の裁量により、給付の上乗せや上記の給付以外の子育て支援サービスを新システムの事業
して独自に給付することができる仕組み



ヽ
劇

現金給付・現物給付の一体的な提供

○ 市町村の選択や、市町村による枠組みの下、個人の選択に基づき、現金給付・現物給付を一体的に

提供する仕組みを構築
r― ― ― … … … … … … ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― … … … … … … … …

:

① 現金給付と一時預かり等の組合せ
② 個人給付の一部を学校給食費等として学校に支払うことを可能とする仕組み
→平成23年度の子ども手当法案を踏まえて対応

③ 個人給付の一部を利用券の方式により給付を行うことを可能とする仕組み

:

:

l

:

l

:

1

l

1

IWttF2署撃⊇層星は全国一律にすべき
”‥

<検討課題 >
○ 現金給付と現物給付のバランスをどのように確保するか

→ 一時預かり、地i或の子育て支援事業を事業として法律上明記する方向で検討。
上記の事業を市町村の「新システム事業計画」 (仮称)に基づく整備目標の設定を法律上明記する方向で検討。

○ 市町村による利用料徴収の法的位置づけ →法制面から整理

○ 利用券の方式による給付の法的位置づけ →法制面から整理
L______“ __由 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― … … ― ― ― ― ― ― ― ― ― "― ― ― ― ― ― … … … … … … … … … … … … … “ ― ― ― ― ― ― "― ― ― ―



出産・育児に伴う休業中の給付 (仮称)

○ 育児休業中の給付と保育サービスまで切れ目な<保障される仕組み

くWTで の主な意見〉

コれ目のないサービス提供ができる仕組みが必

D範囲、受給額、拠出の在り方など非常に課題

ヨえると、市町村が事務処理をできるかという
、卜がかかる。制度運用の効率、利用者の利便 |

うという認識。今後こういう課題もどこかの段

「

~~~~~~~~~― ――――――一―――――――――――……―――――――一―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
|

<検討課題>
○ 出産手当金 (健康保険)、 育児休業給付 (雇用保険)の適用範囲等に違いがある現状で、両給付を現行

制度から移行して、実施主体等も含めて一本化することが適当かどうか。

ヽ
∞
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幼保一体給付 (仮称)

○ 希望するすべての子どもに質の高い幼児教育・保育を保障する仕組み

○ 多様なニーズに対応する多様な保育サービスの導入

【給付の対象範囲】
① こども園 (仮称)

② 多様な保育サービス
1 小規模保育 (家庭的保育、居宅訪間型保育、こども園 (仮    |∨ 事業所内保育

称)連携型小規模保育、多機能型小規模保育)

|1 短0寺 FB5利用者向け保育
∨ 広域保育

∨1 病児病後児保育

、||1 早朝・夜間 。休日保育

【給付の内容】
① こども園 (仮称)

○ すべての子どもに質の高い幼児教育・保育を保障
03歳 以上児 :幼児教育十保護者の就労状況等に応じた保育
03歳 未満児 :保護者の就労状況に応じた保育

○ 国が全国―律の最低基準 (すシ∃ナルミニマム)を確保 (人員、設備、面積、規模等)

l

|

中核市/市町村)                 |
:

l_________―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― … … … … ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― … ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― -1
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幼保一体給付 (仮称)(つづき)

② 多様な保育サービス

○ 多様な保育サービスを設け、それぞれの特性に応じた指定類型・基準を設定

○ 国が一律に最低基準を設定
・ 独立 した類型又はこども園 (仮称)等と一体的に提供するものとして位置づけ

・・・・ 1 小規模保育、 ‖ 短時間不」用者向け保育、 |li 早朝・夜間 。休日保育、
∨1 病児・病後児保育

・ 独立 した類型として位置づけるか検討  ・・・ lv 事業所内保育
・ こども園 (1反称)等において提供可能   00・ ∨ 広1或保育

<検討課題>
○ 国の定める基準の内容と、地方自治体の裁量の範囲の整理
○ サービス類型ごとに、指定権者、指導監督の実施主体 (都道府県/政令市・中核市・市町村)

○ サービス類型ごとに、対象範囲、提供方法の整理 (単独施設で提供/こ ども園 (仮称)で一体的に提供)



い

幼保一体給付 (仮称)(つづき)

【給付の仕組み】～ 利用者の選択に基づ<給付を保障

① 市町村による保育の必要性の認定
・ 保護者の就労状況等をもとに、2段階又は3段階程度の大括りの認定 (利用の柔軟性と市町村事務の簡素イヒ)

※ 3歳以上はすべての子どもに幼児教育を保障
・ 認定の基準は国が定める。

② 市町村関与のもと、利用者と事業者の間の/At的幼児教育・保育契約 (仮称)
・ 利用者がサービスを選択することが基本。市町村は、利用者が利用できるように一定の関与・支援

<新システムでのイメージ>

保育料 こども園

い的幼児教育・保育契約(仮称)|

・質の確保された幼児教
育・保育の提供責務
・利用者支援

′
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幼保一体給付 (仮称)(つづき)

【給付の仕組み】～ 利用者の選択に基づ<給付を保障

③ 市町村が適切なサービスの確実な利用を支援
・ 保育需要が供給を上回る場合、管内の状況を把握し、必要に応じてあっせんする。
・ ひとり親家庭の子ども、虐待事例の子どもなど優先的に利用を確保すべき子どもや、障害のある子どもについ

て、受入可能な施設をあつせんする。
・ 契約による利用を基本としつつも、契約による利用が著しく困難な場合には、市町村による措置による利用の
仕組みを検討する。

④ 利用者補助方式と/AN定価格を基本とした現物給付
・ 法律上は、市町村が一定の費用を利用者 (保護者)個人に対する給付。
・ 費用の確実な支払いのため、市町村が事業者に直接支払う (法定代理受領)

・ 低所得者に配慮の上、保護者に一定の負担を求める。
・ /AN定価格が基本。付加的な幼児教育・保育の対価としての柔軟な価格設定を可能とする。

<検討課題>
○ 認定基準の内容 (国が定める基準、地方自治体の裁量の範囲)

○ /AN的幼児教育・保育契約 (仮称)への市町村関与の具体的な内容
○ 市町村が行う利用者支援の具体的内容 (対象者 (虐待の場合など)、 支援内容)

○ 保護者負担の設定方法、水準
|○ 柔軟な価格設定の方法
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幼保一体給付 (仮称)(つづき)

【多様な事業者の参入によるサービス基盤の整備】

① 指定制の導入
○ 多様なサービス類型に応じた指定基準
・ 多様なサービス類型ごとに指定基準を設定 し、指定された事業者がサービスを提供
・ 指定基準を満たしていれば、現行の認可外保育施設であつても給付の対象 (財政支援の対象)

※ 事業としては、学校教育法、児童福祉法、こども園法 (仮称)等において認可又は届出により規制を行う。
・ 国が全国一律の最低基準を設定することを基本。

O 指定基準を満た した多様な事業者が、イコールフッテ ィングのもとで参入可能
・ 指定基準を満たした多様な主体が参入できる仕組み
・ 多様な主体の経営努力による柔軟な経営を可能とする仕組みとし、安定的・継続的運営を確保するための一

定のルール化 (運営費の使途範囲についての一定のルール化、施設整備費の減価償去口相当分を運営費への上乗
せ、法人種別に応じた会計処理)

○ 指定制度における市町村の需給調整
0市 町村が策定する新システム事業計画 (仮称)の需要を超えた供給がされている場合の新規指定の制限

<検討課題>
○ 指定権者、指導監督主体 (都道府県、政令市、中核市/市町村)

○ 国が定める基準と、地方自治体の裁量の関係の整理



0
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幼保一体給付 (仮称)(つづき)

【多様な事業者の参入によるサービス基盤の整備】

② サービスの安定的・継続的な提供と質の確保・向上
○ 指定事業者の撤退規制
(撤退の事前届出、サービスの継続的な提供が可能となるための調整の仕組み)

○ 情報開示のルール化
○ サービスの質の確保、向上を検討

<検討課題>
○ 指定事業者の撤退規制の具体的内容
○ 情報開示の具体的内容
○ サービスの質の確保、向上のための仕組みの検討



u
0

幼保一体化

○ こども園 (仮称 )

・ 新たに「こども園 (仮称)市」度」を倉」設する。

・ 「こども園 (1反称)」 は、学校教育法、児童福祉法及び社会福祉法において、各長、 1条学校、児童福祉施設及
び第2種社会福祉事業として位置づける。

・ 「こども園 (仮称)」 は、幼児教育・保育及び家庭における養育の支援を一体的に提供する施設とし、満3歳以
上の子どもの受入れを義務付けることとする。

※ 満 3歳以上児については、標準的な教育時間の学校教育をすべての子どもに保障。また、学校教育の保障に加え、保護者の就労時PoO等に応じて、保育を

必要とする子どもには保育を保障。

※ 満 3歳未満児については、保護者の就労時Fo5等 に応じ、保育を保障。

・ なお、満3歳未満児の受入れは義務付けないが、財政措置の一体化等により、満3歳未満児の受入れを含め、こ

ども園 (仮称)への移行を促進する。
※ 例えば、現行制度でいえば、幼稚園型認定こども園の保育所機能部分、保育所型認定こども園の幼稚園機能部分についても基準を満たせば財政措置を受

けられるようにすることや、調理室等への補助希」度を倉」設することなど。

・ 国が全国一律の最低基準 (ナ ショナルミニマム)を確保 (人員、設備、面積、規模等)

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ― … … … … … … … … … … 1

<検討課題>
○ 地域の実情に応じた幼児教育・保育の計画的な提供の在り方
○ 地域の実情や保護者の多様なニーズに応じた多様な施設の在り方
○ 認可、指導監督の主体 (都道府県/政令市・中核市/市町村)

○ 国の基準と、地方の裁量の範囲の整理



l 寸(仮称)

○ 放課後児童クラプの利用が必要な児童に対するサービス保障を強化

○ 市町村はニーズを把握し、必要なサービス量を確保
(新システム事業計画 (仮称)に基づ<基盤整備)

○ 市町村が地域の実情に応じてサービスを提供できるよう、市町村事業として実施

○ 現行と同様に4年生以上も対象とし、4年生以上のニーズも踏まえた基盤整備
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市町村独自給付 (仮称)

○ 市町村の裁量で、上乗せ給付が可能

0
0
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社会的費護・障害児に対する支援

○ 社会的養護や障害児に対する支援は、専門性が高い都道府県が行う事業と、市町村が行う
一般施策との連携が必要

→専門性が高い事業については、新システムとは別の施策として維持する万向。ただ し、社会的養護、障害児に対する支

援策についても、都道府県又は市町村の新システム事業計画・支援計画 (仮称)の記載事項とすることにより、一般施策との連携を

確保する。

○ 現行の社会的養護等の児童相談所を中心とした体制、措置制度等は維持する方向で検討
※障害児に対する支援については、障害者制度全般についての改革推進に係る議論の状況等を踏まえて検討することが必要。
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費用負担

○

↓

社会全体 (国・地方・事業主・個人)により、必要な費用を負担
具体的な負担のあり方は、給付設計等を踏まえつつ、今後議論
※子ども手当の国と地方の協議の場の議論、税と社会保障の一体改革の議論の動向にも留意。

<検討課題>
○ 給付全体の費用負担をどのように設定するか

子ども・子育て包括交付金

○

○
　
○

子ども・子育て包括交付金 (仮称):新システム事業計画に必要な費用を包括的に交付するものとして1立置づけ
市町村での会計 :国からの交付金が子ども。子育てのために使われたことが確認できる仕組みが必要

(一般会計も選択肢)

国における会計 (子ども・子育て勘定 (仮称)):費 用負担の検討に応じ、区分経理の必要性を検討

中央

子ども・子育て会 _____事 業方針審議、事業評価

子ども曰子育て勘定 (仮称)

<財源の

¬F化
>

子ども・子育て包括交付金 (仮称)

新システム事業計画の実施に必要な費用を交付

― ― ― -1

:

事業方針審議、

予繭 鬱 竃て竃懸纂輸難・!L滅纂磯爆蟷鱗彎雫贔罐誦磯穣 

価

都道府県
一般会計

(市町村負担分とあわせて予纂財4)
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子育て包括交付金について、
子育て包括交付金が「子ども

個人給付等の貝オ源保障と市町村の裁量とのバランス
・子育て支援」のために使われることを担保する仕組み

<検討課題>
○ 子ども 0

0 子ども・

．‐

】

コ

一

一

｝

Ｐ

‐

‐

』

～参考 :包括交付金 (仮称)のイメージ～

くA事業〉
国 目 紡

くB事業〉 〈C事業〉 〈D事業〉 〈E事業〉

地

方

(子 ども

国

地

方

て新 システム

:口理夏:Illll葺1:llII喜] :ヨ

く子ども・子育て支援事業〉
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その他

子 ど も ・ 子 育 て 会 議 =関係当事者が主体的に子ども・子育て支援施策にかかわる、新たな行政運営の仕組み

○ 地方
/AN共

団体、労使団体を含む負担者、子育て当事者、NPO等 の子育て支援当事者等が、子育て

支援施策のプロセス等に参画・関与できる仕組みとして、国に子ども・子育て会議 (仮称)を設置

<考えられる機能>
・国の基本指針 (地方自治体の計画策定の指針等)その他の重要方針の審議
0新システムの対象となる施策のあり方についての審議
・各年度の事業方針の審議、費用の使途実績、事業の効果等の点検・評価  など

○ 子ども・子育て会議 (仮称)を地方自治体にも設置する方向で検討

11郷 琴墨壼自)台体の子ども 。子育て会議 (仮称)について、担うべき機能・法的位置づけをどのようにするか。

システムの
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次世代育成支援の構築に向けた検討経緯

子 ども・子 育 て ビジョン (平成22年 1月 29日 閣議決定 )

政権与党の政策

【民主党マニフェスト2009(抄 )】

○「社会全体で子育てする国」「安心して子育てと教育ができる政策」
。安心して子どもを生み、次代を担う子ども一人一人の育ちを社会全体で応援する
→ 子ども手当1人当たり年31万2000円 (月 額2万6000円 )を中学校卒業まで支給

。縦害Jり になっている子どもに関する施策の一本化し、質の高い保育環境を整備
→ 空き教室などの活用による保育所の増設、保育ママの増員等の待機児童解消
→ 子ども家庭省 (仮称)の設置の検討

社会保障審議会少子化対策特別部会

○平成20年 3月 より、次世代育成支援のための

新たな制度設計に向けた検討を開始
○平成21年 2月 24日 に第 1次報告のとりまとめ
○平成21年 12月 25日 に議論の整理

明日の安心と成長のための緊急経済対

○幼保一体化を含めた保育分野の制度口規制改革

幼保一体化を含め、新たな次世代育成支援のための包括

的・ ―元的な制度の構築を進める。
このため、主担 当となる閣僚を定め、関係閣僚の参加も得

て、新たな制度について平成 22年前半を目途に基本的な

方向を固め、平成 23年通常国会までに所要法案を提出す

る。
(ア )利用者本位の保育制度に向けた抜本的な改革
(イ )イ コールフッティングによる株式会社・NPOの参入促進
(ウ )幼保一体化の推進

戦略 (

○ 幼保一体化の推進、利用者本位の保
育制度に向けた抜本的な改革、

各種制度口規制の見直しによる多様な事
業主体の参入促進等による待機児童解
,肖

(平成22年 6月 18日 閣議決定 )

2年度予算におけ

子ども手当等の取扱いについて

○次世代育成支援のための検討の場にお
ける幼保一体化等を含む新たな次世代
育成支援の検討を進めることとあわせて、
地域主権を進める観点から、サービス給
付等に係る国と地方の役割分担を検討

○ 保育サービス、放課後児童クラブなど今後の子育て支援策の総合的な推進のために
策定。あわせて今後5年間の数値目標の策定

子ども・子育て新システム検討会議 (平成22年 1月 29日少子化社会対策会議決定)

○第 1回  4月 27日  「子ども子育て新システムの基本的方向」をとりまとめ
○第 2回  6月 25日  「子ども子育て新システムの基本制度案要綱」をとりまとめ (6月 29日 少子化社会対策会議決定)



「幼保一体化について(案 )」の概要①
(平成23年 1月 24日 開催第6回幼保一体化ワーキングチーム資料)

平成23年 1月 24日

第6回幼保一体化WT 資料1 抜粋

0
ω

(幼保一体化の目的)

(1)質の高い幼児教育・保育の一体的提供

世界に誇る幼児教育・保育を全ての子に

(2)保育の量的拡大

男女がともにあらゆる場面で活躍できる社会を目指し、女性の就労率向上や多様な保育の
二一ズに対応する保育の量的拡大を図るために

(3)家庭における養育支援の充実

支援を必要とする全ての親子が全ての地域であらゆる施設において支援を受けられるように



「幼保一体化について(案 )」の概要② 重脂轟繁尾Ⅲ資1抜 粋

・ 地域における幼児教育・保育の計画的整備 ～子ども・子育て新システムの創設～

市町村は、地域における幼児教育・保育の需要をはじめ。子ども・子育てに係る需要の見込み及び見込
量の確保のための方策等を内容とする市町村新システム事業計画(仮称)を策定する。

・ 多様な保育事業の量的拡大 ～指定制度の導入～

客観的基準を満たした施設及び多様な保育事業への財政措置を行うことにより、多様な事業者の保育
事業への参入を促進し、量的拡大を図る。

・ 給付の一体化及び強化 ～幼保一体給付 (仮称)の創設等～

幼児教育・保育に係る給付を一体化した幼保一体給付(仮称)を創設することにより、幼児教育・保育に
関する財政措置に関する二重行政の解消及び公平性の確保を図る。

・ 施設の一体化 ～こども園 (仮称)の創設～

幼児教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供するこども園(仮称)を創設する。

・ 国においては、幼保一体化を含む子ども・子育て支援に関する基本方針を策定するとともに、給付の一

体化及び強化等によりこども園 (仮称)への移行を政策的に誘導する。

・ 都道府県については、広域自治体として、市町村の業務に関する広域調整等を行う。

・ 市町村においては、国による制度改正及び基本方針を踏まえ、市町村新システム事業計画 (仮称)に基
づき、地域における並 3趣
満3歳未満の共働き家庭の子どもの状況など、地域の実情等に応じて、必要なこども園(仮称)、 幼稚園、
保育所等を計画的に整備する。
※具体的な施策については、今後、地方自治体、関係者等と十分に協議を行う。
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市町村新システム事業計画 (仮称)

指定=幼保一体給付 (仮称)の対象

こども園 (仮称 )

子ども・子育てに関する需要

幼児教育の需要 保育の需要

例 満3歳以上の子どもを持つ共働き家庭 等
例 満3歳未満の

どもを持つ 共働
例 満3歳以上の

子どもを持つ 片

把握

※ 満3歳以上児の幼児教育二一ズのみに対応
※ 満3歳未満児の保育ニーズのみに対応



指定制度の導入

O新 システムにおいて、指定制を導入し、客観的基準を満たした施設については、認可の有無に関わらず、同
じ財政措置 (幼保一体給付 (仮称))の対象とする。

○ また、小規模保育サービス等多様な保育サービスについても、幼保一体給付 (仮称)の対象とする。

Oな お、学校法人や社会福祉法人が設置口運営する認可施設については、法人に対する経営の関与及び撤退
の制限を通じて、地域における幼児教育・保育の安定的な提供が担保されていること等に着目して、税制上
の優遇措置を講ずる。

※上記のほか、現在、幼稚園及び保育所に講じられている事業に着目した税制上の優遇措置については、こども園 (仮称)についても講ずる。

0
O

【現行制度】

事業の開始

財政措置

【新たな

事業の開始

私学助成又は保育所運営費等の対象

制度】

X

こども施設(仮称)の指定

指定 =幼保一体給付 (仮称)の対象
i多様な保育サー
lビス事業の指定財政措置



幼保一体給付 (仮称)の創設

財
政
措
置

Ｏ
劇

○ 幼保一体給付 (仮称)については、次のような給付構成を基本とする。

a.3歳以上児に対する標準的な教育時間及び保護者の就労時間等に応じた保育に対応する幼児教育・保育

給付 (仮称 )

b.3歳未満児の保護者の就労時間等に対応する保育給付 (仮称 )

<新たな制度>
幼稚園

認定こども園の

幼稚園機能音F分

3歳以上 3歳未満

育補助 )
保育の必要量

保育の必要

長時間

量]
Ｆ
Ｉ 施設によって異なる

|

主として保護

者の就労に
じた時間

―
|

保育の必要量

(「 欠ける」程度 )

8H↑

保育所

※ 私立の場合

認定こども園の

保育所機能部分 |二控警蜃≡モ1言利用者が一部負担

~|

L型     電ぜ
=聟

聾 」

Ｈ４

財
政
措
置

利
用
者

負
担

保育所運営費 1安心こども基金

保育給付 (仮称)

匿  ‐珈 憂 l



新たな制度における契約方式 平成23年 1月 24日

○ 幼保一体給付 (仮称)については、保護者に対する個人給付を基礎とし、確実に幼児教育口保育に要する費用に充てるため、法定代理
受領の仕組みとする。

○ 例外のない保育の保障の観点から、市町村が客観的基準に基づき、保育の必要性を認定する仕組みとする。

○ 契約については、保育の必要性の認定を受けた子どもと受けない子どものいずれについても、市町村の関与※の下、保護者が自ら施
設を選択し、保護者が施設と契約する公的幼児教育口保育契約 (仮称)とする。

※ 例えば、以下の関与が考えられる。a)保育需要が供給を上回る場合、管内の状況を把握し、必要に応じてあっせんする。b)ひとり親家庭の子ども、虐待事例の子ども、障害の
ある子どもなど、優先的に利用を確保すべき子どもについて、受入可能な施設をあつせんする。c)契約による利用が著しく困難な場合には、市町村による措置による利用の仕
組みを検討する 等

○ 公的幼児教育口保育契約 (仮称)については、「正当な理由」がある場合を除き、施設に応諾義務を課す。ただし、入園希望者が定員を
上回る場合に限り、選考基準の公開等を条件に、建学の精神に基づく入園児の選考を認める。

※ 建学の精神に基づく選考とは、例えばクリスチャンの優先など。

○ 入園できなかった子どもについては、必要な幼児教育・保育が保障されるよう、市町村に調整等の責務を課す。

<現行制度>
市町村

.毎

※市町村によっては、幼稚園が利用者に代わつて幼稚園就園奨励費を代理受領し、保育料
の軽減を図る仕組みを取つている。

市町村

<新たな制度>
警
」ど
も
園
（仮
称
こ

保

保育の実施

認可保育所

携
′

・質の高い幼児教育・

保育の提供
・応諾義務 (正 当な理饉
のない場合)

こども園
(仮称 )

―

い的幼児教育 ,保育契約 (仮称)  |



新たな制度における価格設定のイメージ

<現行制度>

幼稚園(B)

(支出)

<新たな制度>

幼稚園 (A)

(支出)

保育所

(支出)

課外活動に

かかる経費等

X施設

(収入 )

Y施設

(収入 )

0
CO

※施設が説明責任を果たすこと等を義務付ける。
(上乗せの理由について情報開示すること等 )

※上限設定はしない。

課外活動
にかかる経費等

事 業 費
・冷暖房費、教材費、
食材費

人件費

管理費
・光熱費

施設整備賛
等
・通常の施設
・大型遊具等

上乗せ徴収※

(入学金+保育料等 )

課外活動
にかかる経費等

実費徴収
低所得者に対する補足的な給

付を行う)

実費徴収
低所得者に対する補足的な給

付を行う)

事業費
・冷暖房費、教材費、食
材費

幼児教育・

保育給付
(仮称)

※法律に基づき

利用者が
一部負担

(低所得者には
一定の配慮)

施設の

減価償却費

幼児教育・

保育給付

※法律 に基づき

利用者が

一部負担
(低所得者には
一定の配慮 )

施設の

減価償却費

人件費 人件費

施設整備
費等
:奨墨窪費肇

施設整備

費等
・通常の施設
・大型遊具等



こども園 (仮称)の創設

○ 新たに「こども園 (仮称)制度」を創設する。

○ 「こども園 (仮称)」 は、学校教育法、児童福祉法及び社会福祉法において、各々、1条学校、児童福祉施設
及び第2種社会福祉事業として位置づける。

O「こども園(仮称)」 は、幼児教育・保育及び家庭における養育の支援を一体的に提供する施設とし、満3歳以
上の子どもの受入れを義務付けることとする。
ア 満3歳以上児については、標準的な教育時間の学校教育をすべての子どもに保障。

また、学校教育の保障に加え、保護者の就労時間等に応じて、保育を必要とする子どもには保育を保障。

イ 満3歳未満児については、保護者の就労時間等に応じ、保育を保障。

○ なお、満3歳未満児の受入れは義務付けないが、財政措置の一体化等※により、満3歳未満児の受入れを
含め、こども園 (仮称)への移行を促進する。
※例えば、現行制度でいえば、幼稚園型認定こども園の保育所機能部分、保育所型認定こども園の幼稚園機能部分についても基準を満たせば
財政措置を受けられるようにすることや、調理室等への補助制度を創設することなど。

現行制度
′′幼稚園の認可

標準時間

満3歳以上

満3歳未満

教育
(学校教育)

保育
(児童橿社)

教 育
(学校教育)

´保育所の認可

満3歳以上

満3歳未満

保育に欠けない 保育に欠ける

保育
く児童福社)

保育
(児童欄社)

長時間
′́ こども園 (仮称)の認可

満3歳以上



こどを園(仮称)の創設          _～二重行政の解消～

○ 現行の幼保連携型認定こども園を運営するためには、幼稚園、保育所、認定こども園に対する

行政庁の認可・認定が必要となっている。

○ こども園制度 (仮称)においては、こども園 (仮称)の認可に一本化される。

こども園 (仮称

こども園 (仮称)



化の進め方 (イメージ)

平成23年 1月 24日

第6回幼保一体化W丁 資料2抜粋

・ 国においては、幼保一体化を含む子ども・子育て支援に関する基本方針を策定するとともに、財政措置
の一体化及び強化によりこども園(仮称)への移行を政策的に誘導する。

・ 市町村においては、国による制度改正及び基本方針を踏まえ、市町村新システム事業計画 (仮称)に基
づき、地域における、満3歳以上の共働き家庭の子どもの状況、満3歳以上の片働き家庭の子どもの状
況、満3歳未満の共働き家庭の子どもの状況など、地量の実情等1こ応じて、必要な二ども園 (仮称)、 幼稚
園、保育所※等を計画的に整備する。
※3歳以上児を対象としない現在のいわゆる乳児保育所のような保育所。

(4Jll)

○

劇
時

口幼児教育や保育のニーズの増大に応じ、こども園

(仮称 )を始め地域の実情等に応じた幼児教育・保育
の提供体制の整備を行う。

○ 人口減少地域

口将来的に、子どもの減少局面を迎えたときには、市
町村の計画に基づき、既存施設のこども園 (仮称 )

への移行を推進する。

辣

「

こiも轟約

こどもま濃称)

(0～ 5歳児対象 )

⑬～5歳児対豹  こをも日r積和
(0～ 5歳児対象 )

縮   
¨

‐‐
・

】罵寵鸞

・ 子どもの減少に応じ、市町村の計画に基づき、既存施設のこども園 (仮称)への移行を推進する。



現金給付十現物給付の年次推移
平成22年 12月 15日

第7回基本制度W丁 資料3抜 粋

○ 子ども 日子育てビジョンに基づき現物給付の量的拡大が継続するため、平成29年度まで給付総額は

増加するが、平成30年度以降児童人口の減少を反映して給付総額は減少していく。

<費用区分別> (単位

|

1澪乳)

2辮

:億

当手養夫

彗
　
　
　
　
「

判

ω

H26年度
約68兆円

H29年度

糸勺6 8ソ

`Fヨ

H35年度

糸勺6 5ツ

`F月

26,600 ０
０

＞，
６

鋳

４

６

17,000
(251ヽ )

鰈J劇
1′400
12 2ヽ

'

23′ 800
(30") 直椰l  ザ mlliJJ

|∬
。
 1鶴 l

l

60′ 0000        10′ 000 20,000 30′000 40′000

qfT 186響

,6R30
ｎ
〉
４

，
４

２４

６

‘

※ H22年度の子 ども手当の額は10月 分であり、児童手当2月 分を含んでいる。

50′000 70,000



<現金・現物別>

平成22年 12月 15日

第7回基本制度W丁 資料3抜 粋

(単位 :億円)

“

給 付
|

39′800

―
 ‐1

21′000 (34.5%) 付
H22年度

約6り
`円

H25年度

約67兆円

H26年度

約68兆円

H29年度

約68兆円

H35年度

約65兆円

〔曇皇主i

8,500(464%)地
8,000(201%)被

％

％

　

　

　

一

６

２

　

　

　

一

ヽ

―

―

ジ

％

％

―

り

１

●

Ｙ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

は
ｍ
　
　
ｍ

３００
０００
　
　
α

９

４

蝸

筋
　
　
一

田 現

〕
43′ 100

国 :  6,200(29
事業主 : 500(2

7,700(3210%)
: 500(212%)

国 :  8,100(
事業主 1 600(

地方 : 14,

24,200 (36.0S)

地方 : 15,

マ義100‐

〔曇皇主:

ヽ
―
―
―
ノ

％

％
に
ｍ
　
　
ｍ

５００
４００
　
　
“

９

４‥
』
　
　
　
′６。。

‐は離
Ｔ‐
　
４２

％

％

５

２

８

９

４

１

０

０

０

０

０

８

ヽ
―
―
―
ノ

％

％
●
ｍ
　
　
り

００

００

　

　

　

５

３

４

　

　

　

０

９
，
４
，
　

　

総

者
　
　
　
０

１

４．
′
２。

％

％

５

３

８

９

４

１

０

０

０

０

７

２

０

８

主
‥
業

国

事

―

ヽ

(658%)

(37.10%)

16,400(654%)

Ч
ヽ

〔曇皇主:

地方 1 16,000(643%)

〔塁皇主:ね調器路
ヽ

―

―

ノ

％

％

―
ｌ

ｄ

Ч

寸

１

１

１

１

０

２

１

０

０

０

０

０

４

９

４者
‥
険

―
＋
だ
倭
―

地

被
国 1  9,000(
事業主 : 600(

38,900 (60. 0%)

国 :   18,400(474%) 8,400(21 国 1  8,600(

10′000 20′000 30,000 40′000 50′000 60′000 70′000



<財源構成割合別>
平成22年 12月 15日

第7回基本制度W丁 資料3抜 粋

(単位 :億円)

H22年度

約6り
`円

H25年度

糸勺6 7ツ

`Fヨ

H26年度

約68兆円

H29年度

約68兆円

H35年度

約65兆円

24′700

ド
的
28′700

28′800

28′800

27′100

23′600 8′400

日国

鋼地方

M事業主

M被保険者

(388%)

25′400

(37 8%) (6 6%)

25′700

(65%)

25′ 100

(6 6%)

※ 地方負担及び事業主負担の金額には特例交付金が含まれている。
H22年度 :  約1340億 (地方)、 約940億 (事業主 )

H25年度以降 :約 1750億 (地方)、 約1130億 (事業主 )
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基本理念の転換
(子どもこ子育てを応援する社会 )

Ч
〇

バランスのこれた
綿合的な子育て支援

待機児童の解消等に
向IfたBH確な数値目標

(5年後の響 )

「企業の取組Jを促進

「地域の子育て力」を重視

「男性の育児参加」を重視

子畿 ・母撫τtty濾≫聴 (平成22年
'日

29日閣議決定)

i:llil][lilillillii:il::lll: I]ゆ ll:                       l〕

○子どもが主人公 (チルドレンロフアースト)

○「少子化対策」から「子ども・子育て支援」ヘ

○生活と仕事と子育ての調和(M字カープを台形型へ)

′′―≪子育て家庭等への支援≫ ―、
口子ども手当の創設
・高校の実質無償化
・児童扶養手当を父子家庭にも支給

′≪保育サービス等の基盤整備≫ ―、
・待機児童の解消に向けた保育や放課後

玲 卜ぶ療2深鷺 含む新たな次世代育成

1支援のための包括的・一体的な制度・生活保護の母子加算_L′口l⌒はV′ ―』″H矛       ′    、、ρ構劉二Π唾 検説

○次世代認定マーク(くるみん)の取得促進(652企業⇒2,000企業)

○入札手続き等における対応の検討 (企業努力の反映などインセンティブ付与)

○すべての中学校区に地域子育て支援拠点を整備(7,100か 所⇒10,000か所)

○商店街の空き店舗や学校の余裕教室・幼稚園の活用

○男性の育児休業取得を促進

〔現状〕 男性育児休業取得率 :。 23%
○男性の育児参加を促進

〔現状〕卵あ晰鍍警冒間 '日 10分

吟

吟

〔H29〕

〔H29〕

,0%*参封旨標

'日

2時間30分 *参考キ壽

〔現状〕 5人に ,人 (81万 人)

3歳未満児の3人に ,人 (35%)

「

満
甥 蜜

〕

3人に 1人 (111万 人)

〔H26〕

スの拡充○

　

　

　

　

　

○

0        
〔H26〕



「 子 ど も・ 子 育 て ビ ジ ョン 」 (平成2鮮 ,月 29B閣議決定)

家 族 や 親 が 子 育 てを担 う
≦_個 ムエ _過_重豊 _且_担 ≧

●子どもが主人公 (チルドレン・フアースト)●「少子イし対策」から「子ども 。子育て支援」へ●生活と仕事と子育ての調和

‖中
社 会 全 体 で 子 育 て を 支 え る

1く 個 人 の丘 豊 堕 菫 』 2子どもと子育てを応援する社会

基本的考え方
:社会全体で子育てを支える

○ 子どもを大切にする

○ ライフサイクル全体を通 じて社会的に支える

○ 地l或のネットワークで支える

◎生命(いのち)こ育ちを大切にする

2「希望」がかなえられる
○ 生活、仕事、子育てを総合00に支える

○ 格差や貧困を解消する

○ 持続可能で活力ある経済社会が実現する

◎ 田っている声に応える ◎ 生活 (くらし)をまえる

―ヽ

ベ

劇
Ч

1.子どもの育ちを支え、若者が安心して成長できる社会ヘ

(1)子 どもを社会全体で支えるとともに、教育機会の確保を

・子ども手当の倉」設

・高校の実質無償化、奨学金の充実等、学校の教育環境の整備

(2)意欲を持 って就業 と自立に向かえるように

・非正規雇用対策の推進、若者の就労支援 (キ ャリア教育・ジョプ・カード等)

(3)社会生活に必要なことを学ぶ機会を

・学校・家庭・地域の取組、地域ぐるみで子どもの教育に取り組む環境整備

Z.任娠、出産、子育ての希望が実現できる社会ヘ

(4)安心 して妊娠・出産できるように

・早期の妊娠届出の勧奨、女鶴 健診の公費負担

・相談支援体制の整備 (妊娠・出産、人工妊娠中絶等)

・不妊治療に関する相談や経済的負担の軽減

(5)誰もが希望する幼児教育と保育サービスを受けられるように
・潜在00な 保育ニーズの充足も視野に入れた保育所待機児童の解消 (余裕教室の活用等)

・新たな次世代育成支援のための包括的・―元的な制度の構築に向けた検討

・幼児教育と保育の総合的な提供 (幼保一体化)

・放課後子どもプランの推進、放課後児童クラプの充実

(6)子どもの健康と安全を守り、安心して医療にかかれるように
。小児医療の体制の確保

(了 )ひとり親家庭の子どもが困らないように
・児童扶養手当を父子家庭にも支給、生活保護の母子力0算

(8)特に支援が必要な子どもが健やかに育つように
・障害のある子どもへのライフステージに応じた一員した支援の強化

・児童虐待の防止、家庭的養護の推進 (フ ァミリーホームの拡充等)

3.多様なネットワークで子育て力のある地域社会ヘ

(9)子育て支援の拠点やネットワークの充実が図られるように
・乎L児の全戸訪間等 (こ んにちは赤ちゃん事業等)

・地i或子育て支援拠点の設置促進

・フアミリー・サポート・センターの普及促進

・商店街の空き店舗や学校の余裕教室 幼稚園の活用

・NPO法人等の地1或子育て活動の支援

(10)子どもが住まいやまちの中で安全・安心にくらせるように

・良質なファミリー向け賃貸住宅の供給促進

・子育てバリアフリーの推進 (段差の解消、子育て世帯にやさしいトイレの整備等)

・交通安全教育等の推進 (幼児二人同乗用自転車の安全利用の普及等)

4。 男性もな性も仕事こ生活が調和する社会へ(ワーク・ライフ・バランスの実現)

(11)働き方の見直 しを

・「仕事と生活の調和 (ワ ーク・ライフ・バランス)憲章」及び「行動指針Jに基づく取組

の推進

・長時間労働のllp制 及び年次有給休暇の取得促進

・テレワークの推進      .
。男性の育児体業の取得促進 (パバ・ママ育休プラス)

(12)仕事と家庭が面立できる謄揚環境の実現を

・育児休業や短時間勤務等の両立支援制度の定着

・一般事業主行動計画 (次世代育成支援対策推進法)の策定 。公表の促進

・次世代認定マーク (<るみん)の周知・取組促進

・入札手続等における対応の検討



主 む 稼 饉 目 標 等

Ч
∞

0見 1犬〕     〔H26目 1票{直〕

ONICU(新生児集中治療管理室)病床数   212床   ⇒ 25～30床
(出生 1万人当たり)

○ 不 妊 専 門 相 談 セ ンタ ー           55都 道府県市 ⇒  全 鰤 県 指定都市 中核市

〔現1犬〕     〔H26目標値〕

○平日昼間の保育サービス 団可保育所等)   215万 人  ⇒ 241万人
(3歳未満児の保育サービス利用率)  (75万 人 (24%)) (102万 人 (35%))

○延長等の保育サービス          79万 人  ⇒ 96万人

○病児・病後児保育 (延べ日抑         31万 日  ⇒ 200万日

○認定こども園              358か 所  ⇒ 2000か所以上 (H24)

○放課後児童クラブ            81万 人  ⇒ 111万人

〔現1犬〕     〔H26目標値〕

○里親等委託率              lo4%  ⇒ 16%
○児童養護施設等における小規模グループケア 446か所  ⇒ 800か所

〔IInl犬〕     〔H26目標1直〕

上の雇用者の割合    10%   ⇒ 半減 (H29)*参考指標

○男性の育児体業取得率           123%  ⇒ 10%(H29)*参 考指標

06歳未満の子どもをもつ男性の育児 家事   60劣    ⇒ 2時間30分 (H29)

関 連 8寺 間 (1日 当 た り                          *参
考指標

〔現1犬〕     〔H26目標値〕

○第 1子出産前後の女性の継続就業率     38%   ⇒ 55%(H29)*参考指標

○次世代認定マーク (く るみん)取得企業数  652企 業  ⇒ 2000企業

○ファミリー・サポート・センター事業

○一時預かり事業 (延べ日数)

○商店街の空き店舗の活用による子育て支援

〔現

'犬

〕     〔H26目標値〕

7100か所 ⇒ 10000か所
(市町村単独分含む)

570市町村 ⇒ 950市 町本す

348万日  ⇒  3952万 日

49か所   ⇒  100か所

―
ヽ

○地域子育て支援拠点事業



平成 22年 12月 14日
閣  議  決   定

社会保障改革の推進について (抄 )

社会保障改革については、以下に掲げる基本方針に沿つて行うものとする。

1.社会保障改革に係る基本方針
○ 少子高齢化が進む中、国民の安心を実現するためには、「社会保障の機能強化」とそれを支える
「財政の健全化」を同時に達成することが不可欠であり、それが国民生活の安定や雇用・消費の拡大

を通 じて、経済成長につながっていく。
○ このための改革の基本的方向については、民主党「税と社会保障の抜本改革調査会中間整理」や、
「社会保障改革に関する有識者検討会報告～安心と活力への社会保障ビジョン～」において示されて
いる。

○ 政府・与党においては、それらの内容を尊重 し、社会保障の安定・強化のための具体的な制度改

革案とその必要財源を明らかにするとともに、必要財源の安定的確保と財政健全化を同時に達成する

上めの税±1改革について一体的に検討を進め、その実現に向けた工程表とあわせ、 23年半ばまでに

成案を得、国民的な合意を得た上でその実現を図る。

また、優先的に取 り組むべき子ども子育て対策・若者支援対策として、子ども手当法案、子ど

も・子育て新システム法案 (仮称)及び求職者支援法案 (仮称)の早期提出に向け、検討を急 ぐ。

O 上記改革の実現のためには、立場を超えた幅広い議論の上に立った国民の理解と協力が必要であ
り、そのための場として、超党派による常設の会議を設置することも含め、素直に、かつ胸襟を開い

て野党各党に社会保障改革のための協議を提案 し、参加を呼び掛ける。

2.社会保障・税に関わる番号制度について (略 )



子ども・子育て新システム検討会議体制図

少子化社会対策会議 行政刷新会議

「子ども・子育て新システム検討会議」

【共同議長】玄葉 光―郎
与謝野 馨
蓮  肪

片山 善博
野田 佳彦
高木 義明

細川 律夫
海江田 万里

藤井 裕久

【構成員】

国家戦略担当大臣
内閣府特命担当大臣 (少子化対策)

内閣府特命担当大臣 (行政刷新)

総務大臣
財務大臣
文部科学大臣

厚生労働大臣
経済産業大臣
内閣官房副長官 (衆・政務)

※全閣僚で構成

∞
〇

【主 査】

【構成員】

末松 義規

逢坂 誠二

吉田  泉

林 久美子

小宮山洋子

田嶋  要

阿久津幸彦

「作業グループ」
内閣府副大臣 (少子化対策 )

総務大臣政務官
財務大臣政務官
文部科学大臣政務官

厚生労働副大臣

経済産業大臣政務官
内閣府大臣政務官 (国家戦略担当)

こども指針 (仮称)ワーキングチーム

「子 ども・ 子育て新 システム検討会議事務局」

【事務局長】

内閣府副大臣 (少子化対策)

【事務局長代理】

関係府省の局長クラスから事務局長が指名

【事務局次長】

関係府省の審議官クラスから事務局長が指名

【事務局員】

基本制度ワーキングチーム 幼保一体化ワーキングチーム



基本制度・幼保一体化・こども手旨針(仮称)ワーキングチームの設
(半威22 9月 16日 子 て新システム

子ども日子育て新システム検討会議作業グループ(副大臣、政務官級会合)の下に、以下の3つのワーキング
チームを設置。

子ども・子育て新システム検討会議作業グループ

幼保一体化WT 子量1損批1.勲.』I_F.

０

一

こども園 (仮称)の機能の在り
方など、幼保一体化の具体的な
仕組みを専門的に検討する

本ワーキングチームにおける検
討状況については、必要に応じ
て、「基本制度ワーキングチー
ム」に報告する

基本制度WT

子ども口子育て新システムの検討に

当たつて、子ども・子育て新システ
ムの全体像や子ども口子育て会議
(仮称)の運営の在り方等について、
関係者と意見交換等を行う

「子ども・子育て会議 (仮称)」 への
移行も視野に入れて開催

「幼保一体化ワーキングチーム」及
び「こども指針 (仮称)ワ ーキング
チーム」における検討状況について、
必要に応じて、報告を受ける

専門的検討が必要であり、また期
間を要する「こども指針 (仮称)」 に
ついて、先行して議論を開始する

本ワーキングチームにおける検

討状況については、必要に応じて、
「基本制度ワーキングチーム」に
報告する

∫
ノ



(i封 米斗2)

次世代育成支援対策推進法に基づく
市町村行動計画及び都道府県行動計画に関する

策定状況等の調査結果について
(平成 22年 4月 1日現在)

地方/AN共団体 (市区町村及び都道府県)においては、次世代育成支援対策推進

法に基づき、市町村行動計画及び都道府県行動計画 (以下「市町村行動計画等」

という。)を定めなければならないとされている。

市町村行動計画等は5年を 1期として策定するものとされており、1回目に策

定された市町村行動計画等 (前期計画)については、平成 17年度から平成21
年度までを計画期FB3と していることから、2回目に策定される市町村行動計画等

(後期計画)については、前期計画に係る必要な見直しを平成21年度までに行

った上で、平成22年度から平成26年度までを後期計画の期FB3と して、平成2
1年度中に策定することが必要である。

このため、都道府県及び市区町村を対象に、平成22年 4月 1日現在の策定状

況等を調査したところ、結果は次のとおりであつた。

1 地域行動計画の策定状況

(1)行動計画の策定

①策定済み 42道府県 (89.6%)
②未策定 5都県  (10.6%) ※22年度中に策定予定

(2)策定手続きの状況 (42道府県)

①ニーズ調査の実施       42道 府県 (100.0%)
②関係者意見の反映       42道 府県 (100。 0%)
③点検・評価のための指標の導入 39道府県 ( 92.9%)

(3)行動 計 画 の 策 定 (1750市区町村 (平成22年 3月 31日現在))

①策定済み 1,642市区町村 (93.8%)
②未策定    108市 区町村 ( 6.2%) ※22年度中に策定予定

(4)策定手続きの状況 (¬ 642市区町村)

①ニーズ調査の実施 1,630市 区町村 (99。 3%)
※実施しなかつた12町村は、人□規模が小さく、通常業務の中でニーズの把握に努めてしヽる。

②関係者意見の反映       1,558市 区町村 (94.9%)
③点検・評価のための指標の導入 1,262市 区町村 (76.9%)

82



2 地域行動計画の内容の公表状況
(1)都道府県 (42道府県)

①公表済み     38府 県 (90.5%)

【公表方法 (複数回笞)】

ア ホームページに掲載   33府 県

イ その他         18府 県
。広報紙への掲載
・冊子の配布
。公共施設での閲覧等

②未公表       4道 県 ( 9.5%)

(2)市区町村 (1642市区町村)

①/Ak表済み  1,281市 区町村 (78。 0%)

【公表方法 (複数回答)】

フ ホームページに掲載   720市 区町村

イ その他         884市 区町村
。広報紙への掲載
。円子の配布
。公共施設での閲覧等

②未/AN表     361市 区町村 (22。 0%)

83
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〔平成22年度〕             〔平成23年度〕

児童育成事業推進等対策事業 ‐〉児童環境づくり基盤整備事業

700百万円 → 200百 万円

(主な内容 )

児童健全育成に資する模範的・先駆的事業等への助成

¬ 予算額の推移 (単位 :百万円 )

年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度予算案

予算額 1′000 900 900 700 200

(都道府県事業分)

(市町村事業分)

０

０

０

０

５

５

０

０

０

０

５

４

０

０

０

０

５

４

０

０

０

０

４

３

200

2事業内容

近年の出生率の低下に伴う少子化、核家族化や都市化の進展等、子どもや家庭を取り巻く

環境の変化を踏まえ、模範的・先駆的な児童健全育成事業を実施し、その成果を全国に向け
て発信することで、児童が健やかに生まれ育つための環境づくりを支援する。

3実施主体

都道府県目指定都市・中核市

※市町村 (特別区を含む。)事業分は平成22年度限りで廃止

4補助率

定額 (可 0/10相 当)

（踏
羊
ｅ



「児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付要綱Jの一部改正について 新旧対照表 (案 ) (別 添 )

∞
Q

改 正 後 現
一丁

男J

児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付要綱

(通 貝1)

(交付の目的 )

2 略

(交付の対象)

3 この補助金は、平成 9年 6月 5日 児発第 396号厚生省児童家庭局長通

知 「児童環境づくり基盤整備事業の実施についてJに より、都道府県、指

定都市及び中核市が行 う事業を交付の対象とする。

(削除)

児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付要綱

(通 則 )

児童環境づ くり基盤整備事業費の国庫補助金については、予算の範囲内

において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律 (昭和 30年法律第 179号 )、 補助金等に係る 7‐算の執行の適正化に

関する法律施行令 (昭和 30年政令第 255号 )及び厚生労働省所管補助

金等交付規則 (平成 12年厚生省・労働省令第 6号)の規定によるほか、

この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

2 この補助金は児童手当法 (R召 和46年法律第 73号)第 29条の 2に規

定する児童育成事業として、児童環境づくり基盤整備事業を実施し、児童

の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(交付の対象)

3 この補助金は、次の事業を交付の対象 とする。

(1)児 童育成事業推進等対策事業

平成 9年 6月 5日 児発第 396号厚生省児童家庭局長通知 「児童環境

づくり基盤整備事業の実施について」の別添 1「児童育成事業推進等対



∞
0

(肖 1除 )

策事業実施要綱Jにより、都道府県、指定都市、中核市及び市町村が行

う事業。

(2)民間児童館活動事業

平成 9年 6月 5日 児発第 396号厚生省児童家庭局長通知 「児童環境

づくり基盤整備事業の実施についてJの別添 2「民間児童館活動事業実

施要綱Jに より、市町村が行 う事業 (委話 |二 限る。)又は遡成する事業に

対して、都道府県が補助する事業、指定都市及び中核市が行 う事業 (委

託に限る。)又は助成する事業並びに社会福祉法人等が設置し、行 う事業

に対 して、都道府県、指定都市及び中核市が補助する事業^

(削除) (3)児童福祉施設併設型民間児童館事業

平成 9年 6月 5日 児発第396号厚生省児童家庭局長通知 「児童環境

づくり基盤整備事業の実施について」の別添 3「児童福社施設併設型民

間児童館事業実施要綱Jに より、市町村が行 う事業 (委託に限る。)又は

助成する事業に対して、都道府県が補助する事業並びに指定都市及び中

核市が行 う事業 (委託に限る。)又は助成する事業。

(削除 ) (4)地域子育て環境づ くり支援事業

平成 9年 6月 5日 児発第 396号厚生省児童家庭局長通知 「児童環境

づくり基盤整備事業の実施についてJの別添 4「地域子育て環境づくり

支援事業実施要綱」により、市町村が行 う事業に対して都道府県が補助

する事業並びに指定都市及び中核市が行 う事業^

(肖 1除 ) (5)ll職組織活動育成事業

平成 9年 6月 5日 児発第 396号 厚生省児童家庭局長通知 「児童環境

づ くり基盤整備事業の実施について」の別添 5「地域組織活動育成事業

実施要綱Jに より、市町村が助成する事業に対 して都道府県が補助する

事業並びに指定都市及び中核市が助成する事業^



∞
劇

(交付額の算定方法) |(交付額の算定方法 )

4 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。        14 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。

ただし、算定されたそれぞれの額に 1, 000円 未満の端数が生じた場 |  ただし、算定されたそれぞれの額に 1, 000円 未満の端数が生じた場

合には、これを切 り捨てるものとする。                1 合には、これを切 り捨てるものとするの

児童環境づくり基盤整備事業に必要な経費の実支出額から寄付金その他

の収入額を控除した額の範囲内で、厚生労働大臣が必要と認めた額

(肖 1除 ) (1)都道府県分

別表の第 1欄に定める区分ごとに次のア及びイにより算出された額、

次のウにより算出された額の合計額

ア 男|1表 の第 1欄の偉今育成推進事業者について、第 2欄に定める基準

額 と第 3欄に定める対象経費の実支出額か ら寄付金その他の収入額を

控除 した額 とを比較 して少ない方の額を撰定す る
^

(削 除)

エ アにより選定された額に別表の第4欄に定める補助率を乗じて得た

額を交付額とする。

立 別表の第 1欄の児童育成事業推進等対策事業費について、第 3欄に

定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額の

範囲内で、厚生労働大臣が必要と認めた額を交付額とする。

(2)指定都市 。中核市分

別表の第 1欄 に定める区分ごとに次のアにより算出された額、次のイ

及びウにより算出された額の合計額

二 別表の第 1欄の児童育成事業推進等対策事業費について、第 3欄に

定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除 した額の

節 141内で、厚 /「 労働大臣が必要 と認めた額を交付額 とする^

工 別表の第 1欄の健全育成推進事業費及び市町村児童環境づくり基盤

整備事業費について、第 1欄の区分ごとに第 2欄に定める基準額と第
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(肖 J除 )

3欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除し

た額とを比較して少ない方の額を選定する。

立 イにより選定された額に別表の第 4欄に定める補助姿を乗じて得た

額を交付額とする。

J3)市 町村分 (特別区を含み指定都市、中核市を除くぃ)

別表の第 1欄 に定める区分ごとに次のアにより算出された額、次のイ

及びウにより算出された額の合計額

z 型塞の第 1欄の児童育成事業推進等対策事業費につrて、第 3欄に

定める対象経費の実菫出額から寄付金その他の収入額を控除した額の

範囲内で、厚生労働大臣が必要と認めた額を交付箱とする^

(肖 J除 )

二 別表の第 1欄の市町量児童環境づくり基盤整備事業費 !こ っいて、第

2欄 !二 定める基準額と第 3欄に定める対象経費の実支出額から寄付金

その他の収入額を控除した額とを市町村ごとに比較して少ない方の額

を選定する。

2 イ|二 より選定された額に3分の 2を乗じて得た額と都道府県が補助

した額とを比較して少ない方の額の合計額に 2分の 1を乗じて得た額

を交付額とする。

(4)社会福祉法人等分

別表の第 1欄の市町村児童環境づくり基盤整備事業費のうち、民間児

童館量動事業費につセさ玉、次のア及び∠により算出された額の合計額

二 別表の第 2欄に定める基準額と第 3欄に定める対象経費の実支出額

たら宣生全その他の生‐△額を控除 した空 とを社会福祉塗△等ごとに比

較 して少ない方の額を選定する^

エ アにより選定された額に3分の 2を乗じて得た額と都道府県、指定

都市及び中核市が補助 した額とを比較して少ない方の額の合計額に2

分の 1を乗じて得た額を交付額とするの
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(交付の下限)

5 4に より算定された補助金の額の合計が、都道府県及び指定都市にあっ

ては 100万 円、中核市にあつては 50万円に満たない場合には交付の決

定を行わないものとする。

(交付の条件 )

6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付 されるものとする。

(1)事業を中止 し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けな

ければならない。

(2)事業により取得 し、又は効用の増加 した価格が単価 50万円以上の機

械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律施行令第 14条第 1項第 2号の規定により、厚生労働大臣が別に定め

る期間を経過するまでは、厚生労働大臣の承認を受けないでこの補助金

の交付の目的に反 して使用 し、譲渡 し、交換 し、貸 し付け又は担保に供

してはならない。

(3)厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた

場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付 させることがある。

(4)事業により取得 し、又は効用の増加 した財産については、事業完了後

においても善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効率的

な運用を図らなければならない。

(5)補助金 と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式 1

による調書を作成 し、これを事業完 f後 5年間保管 しておかなければな

らない。

(削 除)

(交付の下限)

5 4に より算定された補助金の額の合計が、

ては 100万 円、中核市にあつては 50万円

都道府県及び指定都市にあつ

、市町村 (特別区を含む6)に

あつては 10万円に満たない場合には交付の決定を行わないものとする。

(交付の条件 )

6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付 されるもの とする。

(1)直接補助事業に係る場合

ア 事業を中止 し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受け

なければならない。

イ 事業により取得 し、又は効用の増加 した価格が単価 50万円以上の

機械及び器具については、補助金等に係 る予算の執行の適正化に関す

る法律施行令第 14条第 1項第 2号の規定により、厚生労働大臣が別

に定める期間を経過するまでは、厚生労働大臣の承認 を受けないでこ

の補助金の交付の目的に反 して使用 し、譲渡 し、交換 し、貸 し付け又

は担保に供 してはならない。

ウ 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があつ

た場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付 させることがある。

工 事業により取得 し、又は効用の増加 した財産については、事業完了

後においても善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効

率的な運用を図らなければならない。

オ 補助金 と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式

1に よる調書を作成 し、これを事業完 f後 5年間保管 しておかなけれ

ばならない。

(2)問接補助事業に係 る場合

二 都道府県又は指定都市若 しくは中核市が市町村若 しくは社会福祉法

人等に対 して間接補助金を交付する場合には、(1)のアからオに掲げ



Φ
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(6)補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙様式

二により速やかに厚生労働大臣に報告 しなければならない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部 (又は一支

社、一支所等)であつて、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、

本部 (又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている

場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行 うこと。

また、厚生労働大臣に報告があつた場合には、当該消費税及び地方消

費税に係 る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付 させ ることがあ

る。

る条件 (た だし、社会福祉法人等については、オの条件にかえ 1事業

に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に

ついて証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後 5

年間保管しておかなければならない。Jの条件を加える。)を付さなけ

ればならない。この場合において (1)のア及びウ中 1厚生労働大臣J

とあるのは、「都道府県知事又は指定都市若 しくは中核市の市長」と、

(1)のイ中「厚生労働大臣の承認」とあるのは 1都道府県知事又は

指定都市若 しくは中核市の市長の承認Jと (1)の ウ中「国庫」とあ

るのは、「都道府県又は指定都市若しくは中核市Jと 読み替えるものと

する。

二 都道府県又は指定都市若しくは中核市は、国から概算払により間接

補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補

助金に相当する額を遅滞なく市町村若しくは社会福祉法人等に交付し

なければならない。

2 間接補助事業者から財産の処分により収入の全部又は一部の納付が

あつた場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付 させること

がある。

(3)補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る

消費税及び地方消費税に係 る仕入控除税額が確定 した場合は、別紙様式

11により速やかに厚生労働大臣に報告 しなければならない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開す る組織の一支部 (又は一支

社、一支所等)で あって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、

本部 (又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている

場合は、本部の課税売上割合等の中告内容に基づき報告を行 うこと。

また、厚生労働大臣に報告があつた場合には、当該消費税及び地方消

費税に係 る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付 させ ることがあ

る。
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(申請手続 ) (中 請手続 )

7 この補助金の交付の申請は、次により行 うものとする。7 この補助金の交付の申請は、別紙様式 2に よる申請書に関係書類を添え

て、毎年度 5月 末 日までに厚生労働大臣に提出して行 うものとする。

(削 除) (1)都 t首 府県が行 う男|1表の第 1欄の児童育成事業推進等対策事業及び健全

(肖 1除 )

育成推進事業、市町村及び社会福祉法人等が行 う別表の第 1欄の市町村

児童環境づ くり基盤整備事業費に対 して、都道府県が補助する事業、指

定都市及び中核市が行 う別表の第 1欄の児童育成事業推進等対策事業、

健全育成推進事業及び市町村児童環境づ くり基盤整備事業費並びに社会

福祉法人等が行 う別表の第 1欄の市町村児童環境づくり基盤整備事業費

に対 して、指定都市及び中核市が補助する事業

都道府県知事又は指定都市若 しくは中核市の市長は、別紙様式 2に よ

る申請書に関係書類を添えて、毎年度 5月 末 日までに厚生労働大臣に提

出するものとする。

(2)市町村が行 うrll表 の第 1欄の児音育成事業推進等対策事業

ア 市町村長は、別紙様式 4に よる申請書に関係書類を添えて、毎年度

5月 末日までに都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出するもの

とする。

工 都道府県知事は、アの申請書を取りまとめ、別紙様式 6に よる進達

書を添えて、厚生労働大臣に掃出する(、 のとするぃ

(変 更申請手続 )

8  (略 )

(変 更申請手続 )

8 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更 して追加

交付申請等を行 う場合には、 7に定める申請手続に従い、毎年度 1月 末 日

までに行 うものとする。
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(交付決定までの標準的期間)                    |(交 付決定までの標準的期間)

9  (略 ) 19 国は、交付申請書が到達 した 日から起算 して原則 として 90日 以内に交

付の決定を行 うものとす る。

|(補助金の概算払)(補助金の概算払)

10  (略 ) 110 厚生労働大臣は、Z、要があると認める場合においては、国の支払計画承

認額の範囲内において概算払をすることができる。

|(実績報告)(実績報告 )

11 この補助金の実績報告は、事業完了後、 1か月を経過 した 日又は翌年度 111 この補助金の実績報告は、次により行 うものとする。

4月 10日 のいずれか早い 日までに別紙様式 4に よる報告書に関係書類を

添えて、厚生労働大臣に提出して行 うものとする。

(肖 1除 ) (1)都道府県が行 う見J表の第 1欄の児童育成事業推進等対策事業及び健全

育成推進事業、市町1す■0社会福祉法△篭が行 う別表の第 1欄の市町村

児童環境づくり基盤整備事業費に対して、都道府県が補助する事業、指

定祖市及び中核市が行 う別表の第 1欄の児童育成事業推進等対策事業、

健全育成推進事業及び童田[村児童環境ゴくり基盤整備事業費並びに社会

福祉法人等が行 う別表の第 1欄の市町1ま児童環境づくり基盤整備事業費

に対 して、指定都市及び中核市が補助する事業

登道重県笙蔓ヌはす旨定都市若しくは中核市の市長は、事業完 了後、 1

(削除 )

か月を経過した日又は翌年度4月 10日 のいずれか早い日までに別紙様

式 8に よる報告書に関係書類を添えて、厚生労働大臣に提出するものと

する。

(2)市町村が行 う別表の第 1欄の児童育成事業推進等対策事業

二 市町村長は、事業完了後、 1か月全経過 した日又は翌年度4月 10
日のいずれか早い日まで1二男J紙様式 91~ょ る報告書をIFl道府県知事を

経由して厚生労働大臣に提出するものとするの



二 都道府県知事は、アの報告書を取 りまとめ、別紙様式 loに よる進

津書を添夕て、厚生労働 大臣に掃出する |、 のとする^

(補助金の返還 )

12  (略 )

(補助金の返還 )

12 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に

その額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超え

る部分について国庫に返還することを命ずる。

(そ の他 )

13 特別の事情により4、 7、 8及び 11に定める算定方法、手続によるこ

とができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて、その定

めるところによるものとする。

(そ の他 )

13  (略 )

CO
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(削 除)

児童育成事業推進等対策事業

(1)都道府県、指定都千IF及び中核市に対し
厚生労働大臣が認めた額

(2)市区町村に対し厚生労働大臣が認めた

額

2民間児童館活動事業費

(1)児童館

民間児童館活動事業実施要綱の3(1)～

(4)に 18Jげる事業のうち2事業以上を実施

1か所当たり年額
1,799,000円 ×か所数

(ただし、事業期間が6か月未満の小型

児童館にあっては、1か所当たり899.000

円とする)

(2)児童センター

民間児童館活動事業実施要綱の3(1)～

(4)に 掲げる事業のうち2事業以上を実施

1か所当たり年額
2,968,000円 ×か所数

(ただし、事業期間が6か月未満の児童

センターにあっては、1か所当たり

1,484,000円 とする)

児童福祉施設併設型民間児童館事業費

1か所当たり年額
9,999,000円 ×か所数

(ただし、事業期間が6か月未満の児童福祉

施設併設型民間児童館にあつては、1か所当

たり4.995,000円 とする)

児竜福祉施設併設ntl民

童館事業に必、要な経費

CO
ヽ



(削 除)

地

域

子

育

て

支

援

に

必

要

な

綱

費

4地域 子育て環境づくり支援事業費

都道府県、指定都 ||、 中核市1か所当たり

年額  935,000円

地域 子育て環境づくり支援 事 1/3
業に必要な経費

ヨ

劃

測

鼎

彙

到

引
馴
刺
コ
目
轡
瑚

く―

リー

塁 地域組織活動育成事業費

1か所当たり年額

189,000円 ×組織数

地域組織活動育成事業に必 1/3
要な経費

Φ
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平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金調書

厚生労働省所管        年金特別会II     児童手当及び子ども手当勘定

1注 1 1「 地方公共団体」のf科 目Jは、国の歳出予事科目の区分に対応する部分まで区分すること。

2「 予算現額」よ当初予算機、補正予算額、予備費支出額、流用増△減額等の区分を明記すること,

別紙株式1

平成  年度児童環境づく嵯 盤整備事業■日庫補助金調書

厚生労働省所管        年金特″会II      児童手当及び子ども手当勘定

(注 )1「地方公共団体」の「科目Jよ 日の歳出予算科目の区分に対応する部分まで区分すること.

2[予 算現機」|よ 、当初予算機、補正予算機 予備費支出額、流用増△減額等の区分を明記すること.

国 地 方 公 共 団 体

歳 出 予 算 科 目 補助率

予 算 現 償 収 入 済 傾 予 算 現 額
,ち

支 出 済 額
ち

頂1 児童育成事業費

(目 )児 童育成事業費補助金

(積 算内訳|

11)県 昔の機

'盲

成に必要な経書

児盲首咸事業柑土等対策事業費

市町村児童攪靖づくり基常整備事業書

12脱墟子育て

'謳

に必専な経着

鞣今盲蔵雄【彗生書

市町村児音層靖づく嵯 幕整備事業書

地 方 公 共 団 体

歳 出 予 算 科 目 交付決定機

歳 歳   出

予 算 現 額 収 入 済 額 科 目 予 算 現 績
ち
耐

支 出 済 額

項1 児童育成事業費

1目 1 児童育成事業費補助金

(積 算内訳|

1,童 ■
"づ

くり豪辮格備事業
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Φ
Ч

別紙様式 2 別紙様式 2

番          号

平成  年  月  日

番          号

平成  年  月  ||

厚 生 労 働 大 臣  殿 |,生 労 働 人 巨  殿

都道府県知事

指定都市市長

中核 市 市長

都道府県知事

指定都市市長

中核 市 市 長

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の交付中請について

標記の国庫補助金に係る事業について、次のとお り関係書類を添えて中請する。

1 国庫補助金中請額   金       円

2 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金所要額表 (別 表 1)

3 平成  年度児童環境づくり基盤整備 事業費国庫 lll助全事業計画書 (別 表 2)

4 添付書類

当該事業に関する歳入歳出 予算書抄本

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の交付申請について

標記の国庫補助金に係る事業について、次のとおり関係書類を添えて中請する。

1 国庫補助金中請額   金        円

2 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金所要額総括表 (別l表 1)

3 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金所要額内訳表 (別表 2)

4 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金事業計画書 (別 表 3)

5 添付書類

当該事業に関する歳入歳出予算書抄本



Φ
∞

別紙様式 3 別紙様式 3

番

平成

号

　

Ｈ月年

番

平成

号

　

日月年

厚 生 労 働 大 臣  殿 厚 生 労 働 大 臣  殿

都道府県知事

指定都市市長

中 核 市 市 長 忘□
年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の変更交付申請について年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の変更交付中請について 平成

標記の国庫補助金に係る事業について、次のとおり事業内容を変更したいのでF/7係 書類を

添えて申請する。

標記の国庫補助金に係る事業について、

添えて中請する。

次のとお り争業内容を変更したいので関係書類を

1 回庫補助金中請額   金       円

2 変更の内容

3 変更の理由

4 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助全所要額表 (別 表 1)

１

２

３

４

５

一

６

一

７

一

同庫補助全中請額   金        円

変更の内容

変更の理 lll

平成  年度児童環境づくり基盤整備 事業費国庫補助金所要額総括表 (別表 1)

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助仝所要額内訳表 (ワ 1表 2)

５

一
　

６

一

平成  年度児竜環境づくり基盤整備事業費国庫補助金事業計画書 (別表 2)

添イヽ1書類

当該事業に関する歳入歳出 i算 書抄本

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金事業計画書 (別 表 3)

添付書類

当該事業に関する歳入歳出 ■算書抄本



別表1

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金所要額総括表

別表1

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金所要額表

区 2 風 座 盤 動 基 杢 盟 盟 回 座 盤 助 盤 備  考

1)児 童の健全育成に必要な経費

児童宣成主主推進笠五五皇圭]

■E ■E

立堕ll児童菫豊ゴくユ基盤整饉皇塞]

上 EL

2激域子育て支援に必要な絡書

健 全 宣 成 推 進 蔓 圭 ]

立堕ユ児童量菫つくユ基盤整豊皇圭]

上 註

△
ユ 土

(注 )卵1表 2の 各表に記■された数値と付合すること.

対 2 経 費

基 笙 螢 ④

ユ厘盆助基▲壼【風厘楓Ш壼

6 備 左す出予宇籠C 査旦金ヱΩttΩ 差 ] 盤
l① 二②l三 ③

∩ル∩タルヽ 174

虫 △ 盤 ② 上旦左Ω盤10

E [ E
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1都憤府県分

（生
荘
）

(1)児 童育成事業構蓋等対策事業曹

l道 五E菫 生 螢

`

ユ塵螢ユ基室盛
Ш 盪虹」
:、 十n洒 )r

巨日 厘 盪 ユ

曇■i症 重〔
呈i全 ■2地コ ユ  」

-0ヽ =“

100



刹

∃

「

飢

L奎 重 黎

…
;五 li3■ 91=.1_1,_1

101



■  ,
`¨

l■ ■ユニユ

ll■ ■■
'

■■■2■ :11日

001

¨

…

…

一

■ ■ ■

1

皿

…
_Ji―

■ ■ 2

1 ≠
…

■

　

饉
Ш

（生
豆
）
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（低
荘
）

103



EL

（生
蔓
）
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別表旦

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費補助金事業計画書

■ 都道府県分

(1)児童育成事業推進等対策事業費

事 業 実 施 内 容

(注)参考となる資料があれば添付してください。

別表2

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金事業計画書

事 業 実 施 内 容

(注)参考となる資料があれば添付してください。
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(2)健全育成推進事業者(地域子育て支援に必要な経費)

区 分 皇 美 実 施 Δ 査 備   豊

地域子育て環境づくり支援事業

（低
羅
）

106



2指定都市・中核市分

(1)児童育成事業推進等対策事業費

皇芸皇施△査

(注)参考となる資料があれば添付してください。

（生
裏
）
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(2)健全育成推進事業費(地域子育て支援に必要な経費)

区 2 皇 芸 塞 施 内 容 備   孟

地域子育て環境づくり支援事業

（生
蔓
）
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上 足 ユ 立 =皇核 立 i 運 宣 主 迷 里 童 厘 生 施 設 ヱ 皇 主 且 数

掌 締 事 業

饉   豊
圭 去 堂 選 択 圭 蓋

か F

食   土 か 所

ア   事 業

イ  事 業

ウ  事業
工  事 業

② 選 択 事 業 欄 :

（憑
豆
）
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イ 県童福ネl施設併設型民間児童館事業者

（生
豪
）

a実施概要

指定都市1中核市名 運 賞 主 体 児童厘 生施 設生 皇業且 数 備  主

胡

合   計 皿
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b締 語の縫尊

織 暉 静 |● 壼 クラプの 名 称 錮囲］
阻 笙丘 皿 虫

児 敬

豊   童卜字 1 卜字 4
‐

―

二 Ω 上
趾

Ш

`5)lF會
腱 全 書 静 絆 剛

==

(:キ )■
2

(3)の関m時間徴籠 には _1日 の平均 nRA● 酔闊輸をRP入すること^

(4)、 (5)の 霙席の若無櫂には、室権する
=糞

にOFD″ 8P入すること^

利

割

「



ウ 地域組織活動育成事業費

実 施 立 ■ 地 域 組 織 ム 会 且 数
活動の拠点となる児童厚生施設

備  豊
菫 ム 捜 公 共 施 設 生

込

金  融 劃

（盤
裏
）
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(削除 )
(1)市 ar村孵●G“ づくり基盤鬱●事菫書

ヱ

…

ユ ニ 主 盤

― EL
連 菫 主 豊 五 三 厘 三 二 量 ニ 三 二 且 虫

菫 三 ニ ニ

儘   豊
三  二  菫 選 択 三 二

小  ll 麹

上  BI 調 -
-
一

量

二ユ

Ａ

主 コ 一一一
一
一
ω



イ 児童福莉}施設併設型民FBn児 童鯖事業者

刹

潮

「

諸置キ休 運 営 主 体 児童厘生施設ム 塁 業 且 数 盤  豊

鰯

小   計 画

小   計 皿

合   計 画
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b ttl● の日車

(さ)1 (3)の 間A●時間mIIEに 1ま、lBの平均誦鍛時間性多認入すること̂

2 (4)_(5)の室ホの右彙欄には、室議するこ糞に0印を記入すること、

州

ヨ

「
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ウ 地域組織活動育成事業費

利

当

「

立 ユ 五 五 地 塁 組 織 二 金 且 生
活動 の拠 点となる 児童 厘生 柿 鍋

饉  豊
こ と L公 共 施 設 ■

ム

上  止 か 漸

■  ■ か 所

■  ■ か 所

食  ■
市  ET 村 )

か 所
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4 社 会福 llL法 人 等分

(注 )実 施 事 業 欄 に次 の とお り記 入 の こと。

∩ 専婁数欄 : 実施する予定の事業数を記入すること
② 課択事業欄 : 下記の「略号 1を記入すること

（生
裏
）

立 ユ 五 ム 設 置 主 込 運 豊 主 生 旦 重 厘 生 施 設 i 室 芸 且 虫
=血

皇 芸

饉  豊
皇 墓 堂 選 択 皇 芸

圧

金   El か 所

ア  事業

イ  事業

ウ  事業

ェ  事業
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一
一
∞

(削除 ) 別紙様式 4

番        号

平成  年  月  日

厚 生 労 働 大 臣  殿

市 町 村 長

平成  年度 lFL童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の交付申請について

標記の国産補助金に係る事業について_次の }お り関係書類ケ添えて申請する´

l

,

3

4

国庫補助金申請額   金        円

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金所要額調書 (別表 1)

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金事業計画書 (別表 2)

添付書類

当該事業に関する歳入歳出予算書抄本



一
一
〇

(削除 ) 別紙様式 5

番         号

平成  年  月  日

厚 生 労 働 大 臣  殿

市 町 †す長

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の変更交付申請について

標記の国庫補助金に係る事業につし`て、次のとおり事業内容を変更したいので関係書類を

添えて申請する

.1 国庫補助金申請額

2 変更の内容

3 変更の理由

金         円

4 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金所要額調書 (別l表 1)

5 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金事業計画書 (別表 2)

6 添け書類

当該事業に関する歳入歳出予算書抄本



皿

平成 年■県意壼雌まり去#3償喜菫書日自補翫舎所軍瀬調

`

州

ヨ

「

立堕ユ生 ■ ま 重 旦 五

対 1 整 菫

基生螢壺

1豊五塾基▲謝

6)と (4),比 riし

`」L量五ユ盟上ロ

医鳳塵螢ユ

菫 壺■」i農 麓螢五1全【0他ユ
里ム盟②

差 ■ 螢
10二 のと二Ω

ヨ
=音

蔵■菫オ
`笙

樹薔菫奎襲
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別表2

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費補助金事業計画書

児童育成事業推進等対策事業

皇 菫 実 施 △ 査

(注)参考となる資料があれば添付してください。

刹

ヨ

「

121



一
Ｎ
Ｎ

(削除 ) 別1紙様式 6

番         号

平成  年  月  日

厚 生 労 働 大 臣 殿

都 道 符 県 知 事

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の交付申請に関する進達について

標記について、管内市町村長から申請があったので、取りまとめて進津する.

上 国庫補助金申請額   金        円

2 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金市町|1別所要額調書 (別表)

3 市町村別補助金交付申請書



一
間
ω

(肖 り除 ) 別紙様ヨミ7

番         号

平成  年  月  日

厚 生 労 働 大 臣 殿

都 道 府 県 知 事

標記 について、管内市町村岳か ら申請が あったので、殿 りま とめて進津す る

ｌ
一
　

，
二
　

３
一
　

■
一
　

５
一

国庫補助全申請額   金        円

変更の内容

変更の理由

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金市町村別所要額調書 (別 l表 )

市町村別補助金交付申請書



一
Ｎ
一

別紙様式 4 別紙様式 8

番

平成

号

ロ

番

平成

口万
　
日月年

厚 生 労 働 大 臣 殿 厚 生 労 働 大 臣  殿

都道府県知事

指定都市市長

中核 市市長

都道府県知事

指定都市市長

中核 市市長

年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の実績報告について 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の実績報告について

標記の国庫補助金{I係 る事業の実績について、次のとおり関係書類を添えて報告する。

1 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金収支精算額表 (ワ ,表 1)

2 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助全に係る事業実施状況 (別l表ヱ )

3 添付書類

当該事業に関する歳入歳出決算書 (又 は見込書)抄本

標記の国庫補助金に係る事業の実績について、次のとおり関係書類を添えて報告する。

１

　

，
一

　

３

一
　

４

一

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国車補助全収支精算額総括表 (別表 1)

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金収支精算額内訳表 (印 l表 2)

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金に係る事業実施状況 (別表 3)

添付書類

当該事業11関する歳入歳出決算書 (又 は見iム 書)抄本



卵1表 1

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金精算額盤二表

男1表 1

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金精算額表

i重 宣成二菫上土塁ユ五三芸

立堕五児二重ユ」

`ユ

基盤豊饉笙

量 全 hユ 止 進 里 菫

立菫五五工麗重り

`ユ

基盤豊饉笙墓

菫 i 盟 ユ

L菫 盤 C

ユ塵掘堕基▲」
ハル(T、ふレ

"1マ

晨風座趙勁」

`

L位 選 i」

|

L  ム  」

`

自■i△工足」

n‐
l_6ハ (1

饉  五
星■出螢f

諄‖舎子の緞σ ユ
iil-r2r) =13入 籠 櫓 bな いナ0籠 )(

日 E 日 日 日 E E
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腔

平虚 年書県壼J燎まり■●黎G3富ξttE綺 麟0■■■肉口癖

13道府塵分

霜

∃

「

(:)県音吉盛事菫■■事‖讐3=書

E違 壼皇

`

■■罪詈

豊 盤 饉

ユ壼櫨n基 本書E日 菫櫨ユJ

:=出 菫」
譴趾■■nttι
,  1  

“

 rう

811   m
_め1、  =`1
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別表旦

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費補助金にかかる事業実施状況

1都道府県分

(1)児童育成事業推進等対策事業書

事 業 実 施 内 容

(注 )参考となる資料があれば添付してください。

別表2

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金に係る事業実施状況

事 業 実 施 内 容

(注 )参考となる資料があれば添付してください。
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(2)健全育成椎it事業普(地域子育て支援に必要な経瞥)

区    分 皇 芸 寒 施 壼 査 饉   主

地域子育て環境づくり支援事業

瓢
罰

「
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2指 定都市・中核市分

(1)児音育成事業推進等対策事業菅

皇 圭 実 施 △ 容

(注 )参考となる資料があれば添付してください。

州

測

「
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(2)-2健全育成椎it事業費(地域子育て支援に必要な経書)

区    分 壺 芸 実 施 血 容 備   豊

地域子育て環境づ〈り支援事業

（低
羅
）
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雲 施 壷 菫

二   圭
茎 菫 数 選 択 ユ 墓

か 月

食   ユ か 商

ア   =彙
イ  =婁
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担定 皿重 ■■核 立 ■ 児 童 屋 虫 施 設 三

刹
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イ 県童福祉施設併設型屁PB紳童館事業者

相

当

「

里童星生施設生
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ウ 地域組織活動育成事業書

宝 施 立 豊 地 域 盤 撤 五 全 且 数
活動の拠点となる児童厚生柿調

饉  豊
竃 ム L△ 去 施 段 名

込

食  量 回

刹

習

「
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イ 県童福れ}怖設併設型民FBl県 童館事業書

刹

翻

刊

a実施概要

語僣キ休 運 賞 主 体 温童厘生施設盗 望 芸 且 数 備  主

』

小    計 画

小   計 理

合   計 煙
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b怖 論の格専

(注 )1 (3)の 晰設 時間 数‖|に 1■ _18の 平 衝閣 議時間 数 多 RP入オスこル^

2 (4)_(5)の 実魚の 右嫌肥 に 1■ _寧篤する● まにの 印をRP入 するこ _́

（生
豆
）
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ウ 地域組織活動育成事業書

立 ユ 拉 ■ 上 量 狙 撤 五 会 且 数
活動 の 拠 点 とな る 児 書 厚 生 怖 船

盤  豊
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4 社会福オl法人事分

市 RT村 県書 薔鮨 づくり基盤 移備事業費
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ヽ
ヽ

(肖1除 ) 別紙様式 9

番         号

平成  年  月  日

厚 生 労 働 大 臣  殿

市 町 村 長

平成 年度児童環境づ くり基摯整備事業管国産補助金の実綺報告について

上 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金精算額調書 (別表 1)

2 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国座整助金に係る事業塞績状況 〔別表 2)

3 添付書類

当該事業に関する歳入歳出決算書 (又 は見込書)抄本



幽

（生
裏
）

市 町 ‖ 名 事 実 II目 名

‖t督
=

圭 二

會量霊助二基1 l旦 塵五島」二iユ エ 1 △ 五 弘■△玉2■10二〇

B三 ■量 (
ミユ全iQ士

`l△ 饉 ⊆
皇  ユ  菫
0二 ②上二[ ］̈

児■吉虚3■ I「 造事計策3■ ■
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卯1表 2

平成  年度児童 IIn境づくり基盤整備事業普補 助金に係る事 業実施状況

皇 業 塞 施 内 盗

(津 )参考ルなる奮料がふれば添付 l´てください^

引

潮

司
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一
ヽ
「

(肖J除 ) 別紙様式 10

番        号

平成  年  月  日

厚 生 労 働 大 臣  殿

都 道 府 県 知 事

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の実績報告に関する進達について

標記について、管内市町村長か ら事業実績報告書の提出があったので、取 りまとめて進津す る.

1 国庫補助金精算額   金        円

2 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金市町村別精算額調書 (別表)

3 市町付別補助全事業実績報告書



距

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費補助金精算機講各(児童育成事業推進等対策事業費)

都道府県名

（低
羅
）

市 町 村 名

‖會撚■

塗 螢

ユ座螢塾ムAl
(11ル 12),‖

“
11

l風 星捜ユJ

総

笙量去定壼

β

ξ ム 注 色■遣△工足盤lQttQ

駐皇虫■ 1
饉ll食ヱΩ地4
博 λ 嬌 て

'

邑  」  』
(■ _0ヽ =`

`[

合 計
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一
ヽ
Φ

別紙様式 5 別紙様式 11

番

平成

都道府県知事

指定都市市長

中 核 市 市 長

日

番

平成

都道府県知事

指定都市市長

中核 市 市長

市 町 村 長

,

日

厚 生 労 働 大 臣  殿 厚 生 労 働 大 臣  殿

平成

平成  年  月  日

事業費国庫補助金について

年度消費税及び地方消費税仕入れ控除税額報告書 年度消費穐及び地方消費税仕入れ控除税額報告書

第  号により交付決定のあつた児童環境づくり基盤整備

交付要綱6(6)の 規定に基づき、下記のとお り報告する。

平成  年  月  日常    号により交付決定のあった児童環境づくり基盤整備事業

費補助金について、交付要綱6(3)の 規定に基づき、下記のとおり報告する。

1 補助金等に係る予算の
l・A行の適正化に関する法律第 15条 に基づ く額の確定額

又 :ま事業実績報 告額

金        円

1 補助金等に係る予算の執行の適正fヒ に関する法律第 15条に基づく額の確定額

又は事業実績報告額

児 童 育 成 事 業 推 進 等 対 策 事 業  金       円

民 間 児 童 館 活 動 事 業  全     円

児童福祉施設併設型民間児童館事業  全        円

地域千育て環境づ くり支援事業  金       円

地 域 組 織 活 動 育 成 事 業  金     円

2 ,肖 費縫及び地方1肖 費穐の申告{■ より確定した,肖 費税及び地方,肖 費税に係る仕入

控除額 (要国産補助金等返還相当額 )

児童 育 成 事 業推 進 等 対策 事 業  金       円

民 間 児 童 館 活 動 事 業  金     円

児童福祉施設併設型民間児童館事業  金        円

地域 子育 て環境づ くり支援事業  全       円

地 域 組 織 活 動 育 成 事 業  金     円

(注)別添参考となる書類 (2の金額7)積算内訳等)

2 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費純II係 る仕入

1空 除額 (要 国庫補助金等返還相当額)

金        円

(注)号り添参考となる書類 (2の 金額の積算内訳等)



「児童環境づくり基盤整備事業実施要綱」の一部改正について 新旧対照表 (案 ) (別添 )

一
ｕ
０

改 正 後 一丁現

児童環境づくり基盤整備事業実施要綱

1   日   白勺

核家族化の進行、児童虐待の増加など、子どもや子育てをめぐる環境の

複雑 。多様化により、家庭や地域における子育て機能の低下といつた問題

が生 じていることから、児童の健全育成に資する模範的・先駆的な事業等

を実施することにより、児童育成事業の普及や次世代育成支援対策等の一

乃」

児童環境づくり基盤整備事業実施要綱

目   自勺

核家族化の進行、児童虐待の増加など、子どもや子育てをめぐる環境の

複雑・多様化により、家庭や地域における子育て機能の低下といつた問題
が生 じていることから、安心 して子育てができる環境づくりを推進すると
ともに、次代を担 う児童の健全育成を支援することを目的とする3

事業の内容

この要綱において、次の事業を児童環境づくり基盤整備事業とするc

(1)児童育成事業推進等対策事業 (内容については、911添 1の ルおり)

甲
″

層の推進を図 り、次代を担 う児童の健全育成を支援す ることを目的 とする

2 実施主体

本事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市とする。

ただ し、事業の一部について事業を実施す るのに摘 した社会福れた法 人、

財団法人等に委託す ることができる 1)の とする。

3 事業内容

次に掲げる事業であって、全国的な推進 を図ろ うとす る際のキ駆的な取

(2)民間児童館活動事業 (内容については、別添 2の とお り)

(3)児童福祉施設併設型民間児童館事業 (内容については、別添 3の と
おり)

(4)地域子育て環境ゴくり支援事業 (内容につL〕 ては、別添 4の とおり)

(5)地域組織活動育成事業 (内容については、別添 5の とお り)

3 事業の実施方法等
各皇生の実施につぃ【は、511添 1～ 5に 定めるところによるものとする

組 であ り、かつ、その成果等 を全国に向けて 発信す ることができる取組 を

対象とする.

ただし、国が別途定める国庫負担 (補助)制度の対象となる事業は除外

する。

(1)児童育成のための普及啓発事業

(2)F音 律今育成に瞥す る樟節的事業

(3)児 童福祉、次世代育成支揺 対策等の推進 に閣 l´ 、岬音福れL柿設・封L

域住民 。社会福祉法人・民法第 34条の規定により設立された法人・

特定非営利活動法人・ボランティア等に対す る普及啓発事業

4)児童福祉の向 Lに合する各種研修会・ 連絡会議



0

(5)帰 童福祉の向上を図るための開発・研究事業

(6)そ の411」 (1)～ (5)に準ずる事業

4 事業実施の手続き

本事業を実施 しようとする場合は、毎年度、別に定める方法により、事

前に協議を行 うものとする.

5 留意事項

(1)6の (2)に 定めるとお り、国の補助は原則として単年度である

が、事業の実施主体は、当該事業を継続するよう努めるものとするE

(2)国は、事業実施の成果を普及するため、実施主体に対 して、事業

の分析、検証等を行 うよう求めることができるものとする。

6費 用

(1)都道府県、指定都市及び中核市が実施する事業に対して、国は別に

定めるところによりlft助 するものとする3

(2)一 事業に対する国の助成は、原則として単年度限りとする。
ただし、事業によつて必要があると認められる場合には、複数年で

の実施も可能とする。



一
Ｏ
Ｎ

(肖J除 ) 別添 1

児童育成事業推進等対策事業実施要綱

1   日白勺

児童の健全育成に資する模範的。先駆的な事業等を実施することにより、

児童育成事業の普及や次世代育成支援対策等の一層の推進を図ることを目

的とするE

2 実施主体

本事業の実施主体は、都道府県、市町村 (特別区を含むこ以下同じ.)と
する

=

ただし、事業の一部 !二 ついて事業を実施するのに適 した社会福祉法人、

財団法人等に委託することができる 1、 のとする、

3 事業内容

次に掲げる事業であって、全国的な推進を図ろうとする際の先駆的な取

組であり、かつ、その成果等を全国に向けて発信することができる取組を

対象とする
=

ただし、国が別途定める国庫負担 (補助)制度の対象となる事業は除外

するこ

(1)児童育成のための普及啓発事業

(2)児童健全育成に資する模範的事業

(3)児童福祉、次世代育成支援対策等の推進に関 し、児童福祉施設 。
llll

域住民・社会福祉法人・民法第 34条の規定により設立された法人・

特定非営利活動法△ 。ボランテ∠ア等に対する普及啓発事業
(4)児童福祉の向上に資する各種研修会・連絡会議

(5)児 童福祉 の向上を図 るための開発・研究事業

(6)そ の他 (1)～ (5)に 準ず る事業

4 事業実施の手続き

本事業を実施 しようとする場合は、毎年度、別に定める左法 |二 より、事

前に協議を行 うものとする.



5 留意事項

(1)6の (2)に 定めるとお り、国の補助は原則 として単年度である

が、事業の実施主体は、当該事業を継続す るよ う努めるもの とするこ

(2)国 は、事業実施の成果を普及するため、実施キ体に対 t´ て、事業

の分析、検証等を行 うよう求めることができる {ゝ のとする、

6費 用

(1)都道府県、指定都市並びに中核市及び市町村が実施する事業に対し

て、国は別に定めるところにより補助するものとする。

(2)一 事業に対する国の助成は、原則として単年度限りとするc

ただし、事業によつて必要があると認められる場合には、複数年で

の実施 も可能 とするc

４
０
ω



一
０
一

(削 除 )

民間児童館活動事業実施要綱

1 趣 旨

民間児童館の創意工夫・柔軟な対応等の特色を生かし、地域の実情・需

要に応 じた活動の積極的な取組を実施することにより、地域児童の健全育

成を図るものであるこ

2 実施主体

本事業の実施主体は、市町村 (特別区を含むc以下同じ。)又は民間児童

館を運営する者 (平成 2年 8月 7日 厚生省発児第 123号厚生事務次官通

知「児童館の設置運営について」の別紙「児童館の設置運営要綱J(以 下「運

営要綱」という.)の 第 2の 2(2)～ (4)に定める者をい う。)と するぃ

3 事業内容

運営要綱及び平成 2年 8月 7日 児発第 967号 厚生省児童家庭局長通知
「児童館の設置運営について」に定める活動のほか、次の (1)～ (4)
の事業の うち、 2事業以上実施するものであることご

(1)自 然体験活動事業

ひきこもりや不登校等の児童に配慮し、サマーキャンプ等野外での

活動を行 うものとする。

(2)子 ど|、 ボランテイア育成支援事業

子 ども自身によるボランテ ィアグループの育成 を図 り、その活動に

ついての支援を行 うものとする。

(3)児童健全育成相談支援事業

中・高校生を含む年長児童等及び保護者等からの相談に応 じ、学校

等関係機関と連携を図り、個別または集団指導を定期的に行 うものと

するこ

(4)年長児童等夫館促進事業

児童館令の中・高校生の来館を促進するため、中 。高校生が自主的

にイベン ト等の催 しを開催するための活動支援を行 うものとするぅ

(5)地域子育て支援拠点事業 (児童館型)

本事業は、(1)～ (4)と 同様に、民間児童館が実施する事業とし

けであるが 容 等 につ いて



交付金の交付対象事業及び評価基準について (平成 20年 11月 28日

雇児発第 1‐ 128003号 [地域子育て支援拠題皇業」に定めるものとするE

4 費 用

国は次の事業に対 して、別に定めるところにより補助するものとする。
(1)市町村が設置 し、実施する事業 (季託に限る )又は助成する事業に

対 して、都道府県が補助する事業

(2)指 定都市及び中核市が設置 し、実施する事業 (委 託に限るの)又 は助

成す る事業

(3)社会福祉法人等が設置 し、実施す る事業に対 l´ て、都道府県、指宇

都市及び中核市が補助する事業
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児童福祉施設併設型民間児童館事業実施要綱

1 趣 旨

民間の児童福祉施設に併設 した児童館において、児童養護施設、保育所
等の児童福祉施設の専門歯な養育機能を活用して、児童健全育成、児童養
育等に関する相談援助活動、各種子育て支援サービスの利用促進等を実施

す全二止 |こ より児童館事業の総合的な展開を図る{)の である̂

2 実施主体

本事業の実施主体は、市町村 (特別区を含む。以下同 じ.)又は民間児童
館を運営する者 (平成 2年 8月 7日 厚生省発児第 123号厚生事務次官通
知 「児童館の設置運営にっいて」の511紙 「児童館の設置運営要綱」の第 2
の2(2)～ (4)に 定める者をいうc)と する.

3 事業内容

(1)児童福祉施設で行 う事業

児童館を併設する児童福祉施設においては、延長保育等の特511保育
事業、児童家庭支援センターで行 う事業、短期入所生活援助 (シ ョー

トステ ィ)事業、夜間養護 (ト ワイライ トステイ)事業等地域の実情
に応 じた児童健全育成のための茎業を行 うものとする]

(2)併設 した児童館で行う事業

併設された児童館において、①から③までに掲げる事業を行うもの
とす る ,

① 児童福祉法 (昭和 22年法律第 164号 )第 6条の 2第 2項の放
課後児童健全育成事業

② 地域児童育成活動支援事業

地域の実情に応じて、次に掲げるような児童の健全育成に関する

地域の各種活動の支援、サービスの利用の促進を行 う〕
(ア)相談事業

地域住民からの児童の健全育成、養育に関する各種の相談への

対応E

(イ )啓発活動、福祉サー ビス利用の調整等

短期ム所生活援助 (シ ョー トステイ)事業、延長保育等の
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保査事業、放課後児童健全育成事業等各種子育て支援のための

サービスの実施状況、利用方法等についての情報の提供及びそ
の積極的な利用についての啓発、利用の調整 J

地域の児童健全育成に関する様々な情報 (行事、講座等)の収

集及び地域住民に対する情報提供 .

(ウ )地域住民による自主的な活動の支援等

児童の健全育成に関する子ども会、母親クラブ等の地域組織活

動等地域ボランティアグループの活動の紹介及び必要に応 じ日

頃の活動に対する支援 ,

(工)関係機関等への連絡・協力

児童相談所、福祉事務所、学校、児童委員等関係機関との連絡

及び関係機関による地域の児童 とその家庭の状況把握への協

力]

(オ)地域行事との連携

児童館利用児童の地域行事への参加の勧奨等による他世代 との

交流の促進 3

③ 児童健全育成特別事業

児童福祉施設の専門的機能を活用して、次に掲げるような児童健

全育成に関する特別事業を行 うc

(ア )子育て支援

専業主婦を対象とした育児セミナーの開催、子育て支援サーク
ルの設置促進、育児に関する情報提供等による子育て支援の

(イ )異年齢児との交流

保育所の乳幼児や児童養護施設の児童等と児童館利用児童との

交流による異年齢児との人間関係を構築する活動っ

(ウ )引 きこもり。不登校等児童に対する支援

児童委員等との連絡や巡回相談等による引きこもり・不登校等

児童の状況等の把握及びこれらの児童に対する指導ら

(工)思春期児童の養育の支援

情緒不安定な思春期児童を抱える保護者に対する思春期児童対

応講座等を開催等思春期児童の養育に関する保護者交流グルー

プの育成 。支援こ

(3)職員の配置

社会福祉士、保育士、児童の遊びを指導する者及び児童指導員のい

ずれかの合格を有する者を配置する |、 のとする^
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4 費 用

国は次の事業に対 して、別に定めるところにより補助する 1、 のとするぃ

(1)市町村が実施する事業 (委託に限る。)又は助成する事業に対して、
都道府県が補助する事業

(2)指定都市及び中核市が実施する事業 (委託に限る。)又は助成する事
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地域子育て環境づくり支援事業実施要綱

1 趣 旨

地域における子育て支援活動が強化されるよう、児童委員 (主任児童委

員を含む)等に対して研修等を行 うことにより、児童の健全育成の充実を

図るものである.

2 実施主体

本事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市とするD

ただし、事業の全部又は一部について事業を実施するのに適 した社会福祉

法人、財団法人等に委託することができる1、 のとする´

3 事業内容

地域における子育て支援活動が強化されるよう、児童委員 (主任児童委

員を含む)等に対して、基本的な活動方法や技法等を習得するための研修

及び地域における子育て支援活動を継続的に実施するための協議会を実施

する事業、また、地域の子育て家庭に幅広く児童委員等の活動を知っても

らうことを目的として、児童委員等を講師として招いての子育てセミナー

等を実施する。

4 費 用

都道府県、指定都市及び中核市が実施する事業に対 して、国は別に定め

るところにより補助するものとする]
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地域組織活動育成事業実施要綱

1 趣 旨

児童の健全な育成を図るため、母親など地域住民の積極的参加による地
域組織活動の促進を図る1)のである.

2 実施主体

本事業の実施主体は、地域組織 (3に掲げる母親クラブ、子育てサーク
ル等をいう1)と するD

3 組織及び運営

地域組織活動の組織及び運営は、次により行 うものであること
=

(1)地域組織は、母親の連帯組織など児童健全育成に寄与する自主的な
団体 (母親クラブ、子育てサークル等)と し、 1組織の会員は、概ね
30人以上とすること,

(2)地域組織には、会員の互選により会長、副会長、委員等の役員を置
くとともに、その運営は会員の協議により行 うものとすること,

(3)地域組織の活動は、児童厚生施設やその他の公共施設と有機的な連
携を t,つ ものとすること]

生L政治上又は宗教上の組織に属さない {ゝ のとすること、

(5)地域組織は、その収入及び支出の状 況を常に明確 にしてお くこと,

4 活 動

地域組織は、地域における児童福祉の向上を図るため次の活動を行 うこ
とc

(1)親子及び世代 F・5の交流、文化活動
「家 rtiの 日」を設けた り「こどもの日」や 「敬老の目」などを利用

し、親子やお年寄りとの交流を図るため、野外での交流活動を企画実
行した り、読書会、映画会、人形劇サークル、地域文化の伝承サーク
ル、料理教室などの文化活動を行 う。

(2)児童養育に関する研修活動

児童の発達上の特徴や留意点、家庭でのしつけ、安全養育、地域で
の に関す る研修会 な ど



(3)児童の事故防止等活動

地域の実情に応 じ、遊び場の遊具の点検、特に幼児の遊び場の i巡 回、

交通安全活動、非行防止活動、犯罪の被害か ら守るための活動等の奉

仕活動 を行 う
=

(4)そ の他、児童福祉の向上に寄与する活動

なお、地域組織等の活動に際 しては、地域組織等の年間活動計画を

策定 し、地域の理解 と協力を得るよう広報等に努めるほか、必要に応

じて関係行政機関等 と緊密な連携を図ること、

5 費 用

国は次の事業に対 して、別に定めるところにより補助す る 1、 のとする^

(1)市町村が助成する事業に対 して、都道府県が補助す る事業

(2)指定都市及び中核市が助成する事業
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